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はじめに 
 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正（平成 20年４月１日施行）に伴い、
教育委員会では、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について、点検・評価を実施し、

その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが規定されました。 
 田辺市教育委員会では、法改正の趣旨に基づき、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに、市民の皆様への説明責任を果たすため、教育委員会が実施する事務事業について点

検・評価した内容を報告書にまとめました。市民の皆様にこの報告書をご覧いただき、教

育委員会の取組についてご意見等をお寄せいただくことで、よりよい教育の実現を目指し

てまいりたいと考えています。 
 今後とも、田辺市教育行政基本方針に基づいて、教育環境の整備・充実に努めてまいり

ますので、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 
  平成 21年３月 

            田辺市教育委員会 

 ◎地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
  第 27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 
 ◎平成 20年度田辺市教育行政基本方針 
  １．各地域におけるこれまでの教育実践を尊重しながら、教育改革を推進するとともに、 

市民一人ひとりがいつまでも、どこでも学べる生涯学習社会の構築に努める。 
  ２．学社融合を推進して、学校・家庭・地域の教育力向上を図るとともに、三者一体とな 

って青少年の健全育成に取り組む体制をつくり、地域の特色ある教育づくりに努める。 
  ３．教育委員会の活性化を図り、教育委員会機能を強化するとともに、教育環境の充実に 

努める。 
  ４．「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」のバランスがとれた児童生徒の育成を目指 

し、学校運営体制の確立、学習指導法の改善、生徒指導の充実を図り、保護者・地域か 
ら安心し信頼して子どもを託される、質の高い教育を保証する学校づくりに努める。 

  ５．人権を尊重し、文化を愛し、スポーツに親しみ、家庭や郷土・国を愛する教養のある

人間の育成を目指して、市民が自主的・主体的に学習する活動を奨励援助するとともに、

市民の学習機会の拡充を図り、社会教育の充実発展に努める。 
  ６．古い歴史と美しい海山の自然に感謝し、歴史遺産を保護するとともに、伝統文化の継

承と新しい文化の創造並びに学術・芸術の奨励振興を図り、文化のかおるまちづくりに

努める。 
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１．教育委員会の概要 
 
 （１）教育委員（５人、任期４年） 
               
 
 
 
 
 
 
 
（２）教育委員会会議の開催状況 
    教育委員会会議については、原則として毎月第２水曜日に「教育委員会定例会」

を開催し、７月に開催した「教育委員会臨時会」と併せて、合計 12回開催しまし
た。（平成 20年度２月末現在） 
①教育委員会定例会…11回 

    ②教育委員会臨時会… １回 
（３）教育委員会会議での審議・報告状況 
    定例教育委員会では、合計 37件の議案について審議しました。 

議案審議の内容は、次のとおりです。 
    ①教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針…………………  3件 

②教育予算、条例の制定及び改廃その他議会の議決を経るべき 
事件について意見申出………………………………………………… 5件 
③教育委員会関係規則等の制定及び改廃……………………………… 6件    

     ④教育委員会及び教育委員会所管の付属機関の委員の任命・委嘱、 
その他人事に関する事項……………………………………………… 10件 
⑤学校教育関係事項……………………………………………………… 10件 
⑥表彰に関係……………………………………………………………… 1件 
⑦その他教育委員会に関わる重要……………………………………… 2件 

     ※議案審議案件のほか、教育委員会に関わる事項 88件について報告しました。 
（４）教育委員会会議以外の活動状況 
    教育委員は、教育委員会会議への出席以外に、下記のとおり会議・研修会、各

種行事・大会、学校教育関係の活動に参加しました。 
    ①会議・研修会 
    ・和歌山県市町村教育委員会連絡協議会常任委員会（６月・和歌山市） 

・平成 20年度和歌山県市町村教育委員会連絡協議会定期総会（６月・和歌山市） 

 職    名 氏     名 就任年月日 
教育委員長 廣 本 喜 亮 平成 17年 5月  1日 
委員長職務代理者 磯 崎 美佐子 平成 17年 7月 20日 
委員 小 幡 淳 美 平成 17年 7月 20日 
委員 向 井   孝 平成 19年 7月 20日 
委員（教育長） 中 村 久仁生 平成 18年 7月 20日  
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・平成 20年度和歌山県都市教育委員長協議会総会（７月・田辺市） 
・和歌山県市町村教育委員会連絡協議会夏季研修会（９月・白浜町） 

    ・近畿市町村教育委員研修会（10月・神戸市） 
    ・和歌山県市町村教育委員会連絡協議会研修会（１月・和歌山市） 
    ②各種行事・大会   
    ・第 32回市民体育祭 

（４月・田辺市体育センター、南紀スポーツセンター、田辺市立弓道場） 
・第18回南方熊楠賞授賞式（５月・紀南文化会館） 
・田辺市子どもクラブ育成協議会総会（５月・市民総合センター） 
・子どもクラブ夏の親善体育大会（６月・神島台グラウンド） 
・田辺市青少年育成市民会議総会（６月・市民総合センター） 
・田辺市青少年健全育成市民大会（７月・紀南文化会館） 
・芳養地区納涼ちびっこ角力大会（８月・崖児童公園） 
・植芝盛平翁没後 40周年記念事業 
・第 10回国際合気道大会（10月・田辺市体育センター、大斎原ほか） 
・第４回市民スポーツ・レクリェーション祭 

（10、11月・田辺市体育センター、東部小学校体育館、新庄第二小学校体育館） 

・第55回田辺市美術展覧会（10月・紀南文化会館） 

    ・第55回田辺市美術展覧会表彰式（10月・職業訓練センター） 

    ・生涯学習振興大会（11月・ひがしコミュニティーセンター） 

    ・第20回田辺市スポーツ賞選考委員会（11月・市民総合センター） 

    ・田辺市体育連盟創立60周年記念式典（11月・紀南文化会館） 

    ・成人式記念式典（１月・紀南文化会館） 

    ③学校教育関係 
    ・平成 20年度当初校長、教頭、園長会（４月・紀南文化会館） 
    ・指定研究発表会（10月、11月、１月・４校（小学校２、中学校２） 

・幼稚園訪問（５月～７月・４園） 
・小学校訪問（４月～11月・29校） 
・中学校訪問（５月～11月・14校） 
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（５）教育委員会機構図

（平成２０年４月１日現在）

　

小学校(33)・中学校(16）

熊野古道なかへち美術館

青少年補導センター

給食管理室

芳養児童センター

生涯学習推進係

　　（中央公民館）

司書係

教育総務課

学校教育課

教
　
育
　
長

教
育
次
長

生涯学習課

南方熊楠顕彰館

天神児童館

文化振興係

公民館係

中芳養幼稚園

中部拠点公民館

芳養谷拠点公民館

三栖谷拠点公民館

庶務係

学事係

新庄幼稚園

三栖幼稚園

上秋津幼稚園

指導係

美 術 館

文化振興課

図 書 館

ｽﾎﾟｰﾂ振興課

教育研究所

龍神教育事務所（龍神拠点公民館）

中辺路教育事務所（中辺路拠点公民館）

大塔教育事務所（大塔拠点公民館）

秋津谷拠点公民館

本宮教育事務所（本宮拠点公民館）

ひがし拠点公民館

歴史民俗資料館

勤労青少年ホーム

体育施設市民ｽﾎﾟｰﾂ係

紀南文化会館

末広児童館

文化財係

庶務係
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月 会議・研修会 各種行事・大会 学校教育関係

4

・定例教育委員会
（市民総合センター）

・第32回市民体育祭
　(田辺市体育センターほか)

・校長・教頭・園長会
（紀南文化会館）
・学校訪問（小学校）
（大坊、伏菟野）

5

・定例教育委員会
（市民総合センター）

・第18回南方熊楠授賞式
　（紀南文化会館）
・田辺市子どもクラブ育成協議会総
会
（市民総合センター）

・幼稚園訪問
（三栖、上秋津）
・学校訪問（小学校）
（中山路、上芳養、本宮、田辺東
部）
・学校訪問（中学校）
（中辺路、大塔、龍神、新庄）

6

・定例教育委員会
（市民総合センター）
・和歌山県市町村教育委員会連絡
協議会常任委員会（和歌山市）
・平成20年度和歌山県市町村教育
委員会連絡協議会総会
（和歌山市）

・子どもクラブ夏の親善体育大会
（神島台グラウンド）
・田辺市青少年育成市民会議総会
（市民総合センター）

・幼稚園訪問
（新庄）
・学校訪問（小学校）
（三栖、秋津川、中芳養）
・学校訪問（中学校）
（秋津川）

7

・定例教育委員会
（市民総合センター）
・平成20年度和歌山県都市教育
委員長協議会総会（田辺市）
・臨時教育委員会
（市民総合センター）

・田辺市青少年健全育成市民大会
（紀南文化会館）

・幼稚園訪問
（中芳養）
・学校訪問（小学校）
（三里、近野、長野）
・学校訪問（中学校）
(長野、近野、上秋津）

8
・定例教育委員会
（市民総合センター）

・芳養地区納涼ちびっこ角力大会
（崖児童公園）

9

・定例教育委員会
（市民総合センター）
・和歌山県市町村教育委員会連絡
協議会夏季研修会（白浜町）

・学校訪問（小学校）
(富里)
・学校訪問(中学校）
(中芳養、本宮）

10

・定例教育委員会
（市民総合センター）
・近畿市町村教育委員会研修会
（神戸市）

・第55田辺市美術展覧会
（紀南文化会館）
・第55回田辺市美術展覧会表彰式
（職業訓練センター）
・植芝盛平没後40周年記念事業
　第10回国際合気道大会
（田辺市体育センターほか）
・第４回市民スポーツ・レクリェー
ション祭
（田辺市体育センターほか）

・指定研究発表会
（中芳養中学校）
・学校訪問（小学校）
（田辺第二、咲楽、芳養、新庄、二
川、殿原、上秋津、稲成、会津、栗
栖川）
・学校訪問（中学校）
（高雄、明洋、東陽）

11

・定例教育委員会
（市民総合センター）

・生涯学習振興大会
（ひがしコミュニティーセンター）
・第４回市民スポーツ・
　レクリェーション祭
（田辺市体育センター）
・第20回田辺市スポーツ賞選考
委員会（市民総合センター）
・田辺市体育連盟創立60周年記念式
典(紀南文化会館)

・指定研究発表会
（上秋津小学校）
・学校訪問（小学校）
（新庄第二、宮代、二川、龍神、
東、田辺第一、田辺第三）
・学校訪問（中学校）
（衣笠中学校）

12
・定例教育委員会
（市民総合センター）

1

・定例教育委員会
（市民総合センター）
・和歌山県市町村教育委員会
連絡協議会研修会（和歌山市）

・成人式記念式典
（紀南文化会館）

・指定研究発表会
（東陽中学校）

2
・定例教育委員会
（市民総合センター）

平成20年度教育委員会活動実績一覧（平成21年２月末現在）
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議案番号 件　　　　　　　　　　　名 審　議　日 分　類

５定議案第１号 田辺市教育委員会公印規則の一部改正について 平成20年5月15日 ③

５定議案第２号
田辺市立小学校及び中学校の通学区域並びに学校の指定に関
する規則の一部改正について

〃 ③

５定議案第３号　 田辺市修学奨学生選考委員の委嘱について 〃 ④

５定議案第４号　 平成２０年度学校評議員・幼稚園評議員の委嘱について 〃 ④

５定議案第５号　 田辺市社会教育委員の委嘱について 〃 ④

５定議案第６号　 田辺市中部公民館長の任命について 〃 ④

５定議案第７号　 西牟婁地区教科用図書採択協議会設置要綱（案）について 〃 ⑤

５定議案第８号　 西牟婁地区教科用図書採択協議会規約（案）について 〃 ⑤

６定議案第１号　 田辺市指定文化財について 平成20年6月11日 ⑦

６定議案第２号　 田辺市立美術館協議会委員の委嘱について 〃 ④

６定議案第３号　 田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 〃 ④

７定議案第１号　
田辺市立城山台学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ
いて

平成20年7月9日 ④

７定議案第２号　 田辺市体育指導委員の委嘱について 〃 ④

７定議案第３号　 田辺市地域を創る生涯学習推進会議設置要綱（案）について 〃 ①

７臨議案第１号　 教育委員長の選挙について 平成20年7月22日 ④

７臨議案第２号　 教育委員長職務代理者の指定について 〃 ④

８定議案第１号　 平成２０年度９月補正予算見積について 平成20年8月6日 ②

９定議案第１号　 平成２０年度学力診断テスト実施要項について 平成20年9月10日 ⑤

９定議案第２号　 平成２０年度「成人の日」記念式典について 〃 ⑦

９定議案第３号　 田辺市スポーツ賞表彰規程内規の一部改正について 〃 ③

９定議案第４号　 「上山路小学校校章」の選考について 〃 ⑤

９定議案第５号　 「上山路小学校校歌（歌詞）」の選考について 〃 ⑤

９定議案第６号　 生涯学習複合文化施設基本構想について 〃 ①

10定議案第１号　 平成２０年度社会教育功労者表彰について 平成20年10月22日 ⑥

11定議案第１号　 平成２０年度補正予算（専決）について 平成20年11月12日 ②

12定議案第１号　

条例、規則の一部改正について
・田辺市就学援助要綱の一部改正について
・田辺市幼稚園条例施行規則の一部改正について
・田辺市教職員住宅管理規則の一部改正について

平成20年12月24日 ③

12定議案第２号　 平成２１年度当初予算の見積について 〃 ②

12定議案第３号　
平成２０年度幼稚園、小・中学校の修了式及び卒業式につい
て

〃 ⑤

12定議案第４号　 平成２０年度末田辺市人事異動方針（案）について 〃 ⑤

１定議案第１号　 田辺市立図書館条例施行規則の一部改正について 平成21年1月14日 ③

１定議案第２号　 平成21年度全国学力・学習状況調査の実施について 〃 ⑤

２定議案第１号

条例、規則の制定及び一部改正について
・田辺市教育奨学基金条例の一部改正について
・田辺市教職員住宅管理規則の一部改正について
・田辺市立小学校及び中学校条例の一部改正について
・田辺市美術館条例の一部改正について
・田辺市公民館条例の一部改正について

平成21年2月18日 ②③

２定議案第２号 平成20年度３月補正予算見積について 〃 ②

２定議案第３号 平成20年度教育委員会点検・評価報告書（案）について 〃 ①

２定議案第４号 平成21年度幼稚園、小、中学校の始業式及び入学式について 〃 ⑤

２定議案第５号 平成21年度学校教育指導の方針と留意点について 〃 ⑤

平成２０年度教育委員会審議案件一覧
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（２）報告事項

報告番号 件　　　　　　　　　　　名 報　告　日

４定報告第１号　
平成２０年３月議会について
・平成２０年度当初予算について
・田辺市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例について

平成20年4月16日

４定報告第２号　 平成１９年度地域別人権学習会実施結果について 〃

４定報告第３号　 平成１９年度生涯学習センター利用者数について 〃

４定報告第４号　 平成１９年度わかしお利用者数について 〃

４定報告第５号　 「田辺市まちづくり学びあい講座」の実施について 〃

４定報告第６号　 田辺市生涯学習推進計画について 〃

４定報告第７号　 平成１９年度学社融合実践集録について 〃

４定報告第８号　 田辺市体育連盟創立６０周年記念「口熊野ウォーク」について 〃

４定報告第９号　 第１８回南方熊楠賞授賞式について 〃

５定報告第１号　
春季休業中から４月にかけての園児・児童・生徒、教職員の状況につ
いて

平成20年5月15日

５定報告第２号　 第３８回子ども投げ釣り大会の結果について 〃

５定報告第３号　 平成２０年度田辺市学社融合研修会について 〃

５定報告第４号　 第１６回文協フェスティバルについて 〃

５定報告第５号　 「上山路小学校」の「校章」の募集について 〃

５定報告第６号 「上山路小学校」の「校歌の歌詞」の募集について 〃

５定報告第７号　 「上山路小学校」校歌（歌詞）選考委員会の設置について 〃

６定報告第１号　 地域生涯学習計画の策定について 平成20年6月11日

６定報告第２号　 地域コーディネーター養成講座について 〃

６定報告第３号　 田辺市体育連盟創立６０周年記念「口熊野ウォーク」について 〃

６定報告第４号　 第３２回市民体育祭結果報告について 〃

７定報告第１号　
平成２０年６月議会について
・工事請負契約の締結について
・一般質問について

平成20年7月9日

７定報告第２号　 １学期における園・学校の状況について 〃

７定報告第３号　 夏季休業中における園・学校教育関係行事について 〃

７定報告第４号　
殿原小学校・東小学校・宮代小学校の閉校式及び上山路小学校の開校
式について

〃

７定報告第５号　 第４９回夏の親善体育大会について 〃

７定報告第６号　 田辺市青少年健全育成市民大会について 〃

７定報告第７号　 第６回田辺市ドッジボール大会について 〃

７定報告第８号　 「少年メッセージ２００８」和歌山県大会について 〃

７定報告第９号　 平成２０年度田辺市ＰＴＡ連合会の役員について 〃

７定報告第10号　 平成２０年度田辺市青少年育成市民会議の役員について 〃

７定報告第11号　 第１０回国際合気道大会中間報告について 〃

７定報告第12号　 第５５回田辺市美術展覧会開催要項について 〃

７定報告第13号　 史跡箸折峠の牛馬童子の石像破損被害について 〃

７定報告第14号　 平成２０年度第１９回自然生活へのチャレンジ推進事業について 〃

８定報告第１号　 平成２０年度運動会・体育大会の日程について 平成20年8月6日

８定報告第２号　 本宮地域共有フォーラムの開催について 〃

８定報告第３号　
平成２０年度西牟婁地方子ども会連絡会第１１回ドッジボール大会結
果について

〃

９定報告第１号　 夏季休業中の園児・児童・生徒の状況について 平成20年9月10日

９定報告第２号　 平成２０年度田辺・西牟婁小学校水泳大会結果について 〃

９定報告第３号　 本宮地域共育フォーラム報告書について 〃

９定報告第４号　 田辺市地域コーディネーター養成講座第１回講座報告書について 〃

平成２０年度教育委員会報告事項一覧
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９定報告第５号　
平成２０年度和歌山県地域子ども集団親睦交流スポーツ大会（ドッジ
ボール）結果について

〃

９定報告第６号　 第１０回国際合気道大会について 〃

９定報告第７号　 第４回市民スポーツ・レクリエーション祭の記念行事について 〃

９定報告第８号　 田辺市選抜VS紀州レンジャーズ開催概要について 〃

９定報告第９号　 大阪シンフォニカー交響楽団名曲コンサートについて 〃

９定報告第10号　 田辺東部小学校傷害事件の経緯について 〃

９定報告第11号　 平成２０年度全国学力・学習状況調査結果の概要（速報）について 〃

10定報告第１号　
平成２０年９月議会について
・平成２０年９月補正予算について
・一般質問について

平成20年10月22日

10定報告第２号　 学校開放月間の予定について 〃

10定報告第３号　 第１０回国際合気道大会について 〃

10定報告第４号　 第５１回関西実業団対抗駅伝競走大会について 〃

10定報告第５号　 管理職選考検査（第一次）の結果について 〃

11定報告第１号 田辺市教育委員会の点検・評価について 平成20年11月12日

11定報告第２号　 平成２１年度の田辺市の奨学生募集について 〃

11定報告第３号　
平成２０年度田辺・西牟婁小学校陸上競技大会及び田辺・西牟婁中学
校新人総合体育大会の結果について

〃

11定報告第４号　 平成２０年度生涯学習フェスティバルの開催について 〃

11定報告第５号　 平成２０年度田辺市学社融合中間発表会の開催について 〃

11定報告第６号　 田辺市青少年育成市民会議研修会（講演会）の開催について 〃

11定報告第７号　
「第１３回絵で伝えよう！わたしの町のたからもの」絵画展の開催に
ついて

〃

11定報告第８号　 男子第５９回女子第２４回近畿高等学校駅伝競走大会について 〃

11定報告第９号　 平成２０年度スポーツフェスティバルの開催について 〃

11定報告第10号　 和歌山県学力診断テスト結果について 〃

12定報告第１号　
平成２０年１２月議会について
・一般質問について

平成20年12月24日

12定報告第２号　 ミニトマトの産地偽装にかかる経過について 〃

12定報告第３号　 平成２０年度生涯学習フェスティバルの結果について 〃

12定報告第４号　 第４回市民スポーツ・レクリエーション祭の結果について 〃

12定報告第５号　 平成２０年度スポーツフェスティバルの結果について 〃

12定報告第６号　 第３５回新春田辺長距離走について 〃

12定報告第７号　
第１３回田辺市民駅伝大会及び第２６回田辺市子どもクラブ駅伝大会
について

〃

12定報告第８号　 第８３回新春初泳ぎ及び第２５回新春初漕ぎについて 〃

12定報告第９号　 第５１回関西実業団対抗駅伝競走大会の結果について 〃

12定報告第10号　
平成２１年度和歌山県公立小・中学校管理職候補者選考検査（第２次
検査）の判定について

〃

12定報告第11号　 平成２０年度和歌山県学力診断テスト結果速報について 〃

12定報告第12号　 田辺市立小中学校あり方検討委員会第１回会議発言要旨について 〃

１定報告第１号　 人事異動について 平成21年1月14日

１定報告第２号　 平成２０年度「成人の日」記念式典の結果について 〃

１定報告第３号　 第６回田辺市地域コーディネーター養成講座について 〃

１定報告第４号　 第３５回新春田辺長距離走大会の結果について 〃

１定報告第５号　 第１４回紀州口熊野マラソンへの協力について 〃

１定報告第６号　 第８回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会出場について 〃

１定報告第７号　 上山路小学校の校歌の作曲について 〃

１定報告第８号　 平成20年度和歌山県学力診断テスト結果分析速報（田辺市概況） 〃

１定報告第９号　 田辺市立小中学校の適正規模等に関する意識調査について 〃
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２定報告第１号　 城山給食センター規格外食材について 平成21年2月18日

２定報告第２号　 平成20年度田辺市ＰＴＡ研修会について 〃

２定報告第３号　 第33回市民なわとび大会について 〃

２定報告第４号　
第13回田辺市民駅前大会及び第26回田辺市子どもクラブ駅前大会の結
果について

〃

２定報告第5号 第８回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競走大会の結果について 〃
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２．教育委員会の点検・評価の概要 
 
（１）趣旨 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育に関する事務

の管理及び執行の状況について、点検及び評価することが義務付けられたことに伴

い、田辺市教育委員会が実施する主要な施策・事業について、点検及び評価を行い、

課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を

図ってまいります。 
（２）実施方法等 
    第１次田辺市総合計画（平成 19年３月策定。以下、「総合計画」という。）に位置

付けている主要な施策・事業の取組について、点検及び評価を行い、その結果に関

する報告書を作成し、議会に提出するとともに、田辺市ホームページへの掲載等に

より公表します。 
ただし、平成 20 年度については、平成 21 年３月議会に当年度分の決算・実績見
込みについて、自己評価に基づく報告書を提出し、最終決算・実績については、評

価等の客観性を確保するため、教育に対し学識経験を有する方から外部評価を受け

たうえで、平成 21年９月議会において、改めて報告書を提出します。 
（３）点検・評価した事務事業 
   総合計画では、平成 19年度から平成 28年度までの 10年間を計画期間とし、「人
をはぐくむまち」「安心して暮らせるまち」「安全で住みよいまち」「活力みなぎる産

業のまち」「快適な環境のまち」「市民と行政が共につくるまち」の６つの柱をまち

づくりの基本方針として定めております。 
教育委員会では、そのうち「人をはぐくむまち」について、計画的な事務の執行

に努めており、今回、点検・評価する事務事業は、その基本方針に基づく具体的な

施策（事務事業数 41）について点検・評価を行いました。 
 

  主要な事務事業名 事務事業数 
（１）人を大切にするまちづくり 
  ア．人権意識の向上を図ります 
    ①人権学習の推進 

 
 
           1 
小計    1 

（２）子どもをはぐくむまちづくり  
   ア．学校教育を充実します 
    ①教育内容の充実  
    ②開かれた学校づくり 
    ③健康と学校給食の充実   

 
 
           2 
           1 
           2 
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④教育環境の充実 
⑤修学環境の充実 

   イ．児童生徒の健全育成を推進します 
    ①学校・家庭・地域の連携による健全育成環境 

の整備 
    ②健全育成活動の充実    

③非行防止対策の推進 

           2 
           2 
 
           2 
 
           4 
      1 
小計   16 

（３）文化のかおるまちづくり  
   ア．郷土の歴史を学び、後世へ伝承します 
    ①郷土が生んだ偉人の顕彰  

②歴史の学習機会の充実 
   イ．ふるさと文化の振興を図ります 
    ①芸術文化の振興・発展 
  ②文化活動の支援 

   ウ．文化財を保護します 
    ①世界遺産の保全・継承 
  ②文化財の保存・整備 

 
 
           1 
           1 
 
           4 
           1 
 
           1 
           1 
 小計   9 

（４）学びを支えるまちづくり  
   ア．生涯学習の振興を図ります 
    ①学習機会の充実 
    ②学社融合の推進 
    ③学習環境の充実 
   イ．生涯スポーツの振興を図ります 
    ①スポーツ・レクリエーション支援体制の充実 
    ②スポーツ・レクリエーション機会の充実 
    ③スポーツ・レクリエーション施設の充実 

 
 
           3 
           1 
      4 
 
           1 
           1 
           1 
小計   11 

（５）国際化に対応するまちづくり  
  ア．国際交流を推進します 
   ①海外都市との交流 

②国際交流体制の充実 

 
 
           1 
           3 
小計    4 

合             計           41 
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（４）評価の観点 
   ①成果と達成状況 
     事務事業の成果について、平成 20年度において達成を目指す水準を明確に示し

たうえで、達成状況を下記のＡ～Ｄの４段階で評価しました。 
    （評価判断基準） 
     Ａ：目標を超えて達成した 
     Ｂ：概ね目標を達成した 
     Ｃ：目標を下回った 
     Ｄ：目標を大きく下回った 
   ②事務事業の課題 
     事務事業のニーズ、見直し、有効性及び効率性の観点から、それぞれ評価判定

を行ったうえで事務事業の課題について総括しました。 
 （５）総合評価の方法 
    事務事業評価シートの各項目に基づいて、教育委員会の各担当課が評価を行い、

教育長及び教育次長が当該評価シートを精査した上で、総合評価としました。 
 
３．教育委員会に係る事務事業の点検・評価の結果について 
  
 （１）総合評価の状況 

教育委員会の 41の事務事業について点検・評価を行った結果、達成状況につい
ては、38の事務事業については、概ね目標は達成したものと評価しています。 
また、文化のかおるまちづくりの「田辺市文化事業」と学びを支えるまちづく

りの「スポーツ・レクリェーション機会の充実」の２つの事務事業については、

目標を超えて達成したと評価し、人を大切にするまちづくりの「人権学習の推進」

の達成状況については、目標を下回ったものと評価しました。 
    

（達成状況の評価結果） 
     Ａ 

目標を超えて 
達成した 

    Ｂ 
概ね目標は 
達成した 

    C 
目標を 
下回った 

Ｄ  
目標を大きく 
下回った 

２（4.9％） 38（92.7％） 1（2.4％） 0（0.0％） 

 
（２）事業の課題、取組 
  教育委員会の関わる 41の主要な事務事業の課題について、「事業ニーズの状況」、
「見直しの必要性」、「有効性を高める必要性」、「効率性を高める必要性」の観点

から判定したところ、事業ニーズについては、23 事務事業（56.1％）について事
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業ニーズは増加していると評価し、横ばいの状況にあるとした事務事業は 17事務
事業（41.5％）でありました。また、学びを支えるまちづくりの「まちづくり学び
あい講座」については、事業ニーズが減少傾向にあるとしております。 

 
   （事業ニーズの状況） 

 
区 分 

(1)人を 
大切にする 
まちづくり 

(2)子供を 
はぐくむ 
まちづくり 

(3)文化の 
かおる 
まちづくり 

(4)学びを 
支える 
まちづくり 

(5) 国際 化
に対応する 
まちづくり 

 
  計 

増 加      0          9 6          7          1 23(56.1%) 

横ばい          1          7         3          3          3 17(41.5%) 

減 少          0 0 0 1 0 1( 2.4%) 

事業数          1 16 9 11 4 41 

 
また、事務事業の見直しの必要性が、なし又は当面なしと判定した事務事業は、

29 事務事業（70.7％）、必要性があるとした事務事業は、12 事務事業（29.3％）と
なっています。事務事業の有効性と効率性については、36 事務事業（87.8％）につ
いて有効性を高める必要があると評価し、また、29 事務事業（70.7%）について効
率性を高める必要があるとしています。 

 
    （見直しの必要性、有効性・効率性を高める必要性） 

 

区     分 

 
事
業
数 

見直しの必要性 有効性を高める 
必要性 

効率性を高める 
必要性 

なし 当面  
なし 

あり なし 当面  
なし 

あり なし 当面  
なし  

あり 

(1) 人を大切にする 
まちづくり 1 

 
0 

 
1 

 
0 

   
0 

 
0 

 
1 

 
0 

  
0 

 
1 

(2) 子供をはぐくむ 
まちづくり 

 
16 

 
3 

  
10 

 
3 

  
 0 

 
3 

 
13 

 
0 

 
4 

  
12 

(3) 文化のかおる 
まちづくり 

 
9 
 
0 

 
7 

 
2 

 
0 

 
1 

 
8 

 
0 

 
5 

 
4 

(4) 学びを支える 
まちづくり 

 
11 

 
2 

    
2 

 
7 

 
0 

 
1 

 
10 

 
0 

 
3 

  
8 

(5) 国際化に対応する 
まちづくり 

 
4 
 
0 

    
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

  
4 

 
合     計 
 

 
41 

 
5 

12.2% 

   
24  
58.5% 

 
12 
29.3% 

 
0 
0.0% 

 
5 

12.2% 

 
36 
87.8% 

 
0 

0.0% 

 
12 
29.3% 

  
29 
70.7% 

  
上記評価を踏まえて、各担当課では次ページ以降の事務事業評価シートにおいて、

より一層効果を高めるための取組や効率的な実施方法などについて「課題の総括」

として取りまとめ、今後の課題解決に向けた施策の方向性を示しております。 
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４．事務事業評価シート 
 
（１）人を大切にするまちづくり  

    
◎基本方針 
  人権を守り、互いに助け合い、明るく平和なまちを実現するため、あら 
ゆる分野において人権尊重の視点に立った取組を進め、人権意識の向上を 
図ります。 

     
  ア．人権意識の向上を図ります 
     

①人権学習の推進 
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 600 600

600 260

(600) (260)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

実施会場数 39会場 19会場

延べ参加人数 2,482名 965名

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい　 □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第１節　人を大切にするまちづくり

H20年度の概要

（１）人権学習の推進

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

人権学習の推進

　計画の策定と計画に基づいた実践。
全ての公民館において人権学習会を開催し、できるだけ多
くの市民の参加を得るようにする。

１．人権意識の向上を図ります

　計画は平成１７年度に策定済み。これを踏まえた推進計
画も毎年度ごとに見直しを行い、事業展開を図っている。
全ての公民館において人権学習会を開催することができ
た。しかし、参加者が少なかったり、固定化している地域
もある。

事　　　業　　　名

　人権教育・啓発の、基本的な考え方や方向性につ
いては、現時点では、概ね現在の「基本方針」と
「推進計画」の内容のとおりで良いと考えられる。
　人権学習会については、積極的に参加してもら
え、人権問題についてより理解を深めてもらえるよ
う、地域の状況に応じて、更に工夫を加える必要が
ある。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　日本国憲法に保障された基本的人権が守られ、田辺市民憲章に示されている明るく平和
なまちづくりを目指すため、市民と行政、公的機関、各種の組織・団体等が互いに協力
し、生活の中にある人権に関わる全ての問題の解決に取り組み、学習を深めるための基本
的な考え方や方針を策定する。また、それに基づいた教育・啓発を推進する。

　　事業の内容
　　・現状

　平成１７年１０月１日に、田辺市教育委員会において「人を大切にする教育」の基本方
針を策定。これに基づき、具体的な実践を行うための計画である「人を大切にする教育」
推進計画を策定、毎年度ごとに見直しを行う中で、各公民館を中心とした人権学習を展開
している。
　実施にあたっては、公民館長と公民館主事が、生涯学習（人権）推進員と協議し、各公
民館区ごとに各種団体・機関等の協力を得ながら、人権学習実行委員会を組織して、学習
会の企画・運営等について協議を行うとともに、中央公民館、人権推進課等関係機関・団
体との連携を図っている。

田辺市人権施策基本方針

　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・講師謝礼　208　　・消耗品費　52

 庁内評価（教育長・次長） 　地域の状況に応じて、開催方法等を決する必要がある。　　　  評　価（Ｃ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

左記以外のH20年度の実績

　基本方針に沿って、更なる取組の充実を図っていく必要がある。また、今後、時代の変
化や、地域の状況の変化に伴い、人権問題を巡る状況に変化が生じた場合は、適宜、「基
本方針」と「推進計画」の見直しについての検討を加えていく必要がある。
　人権学習会については、人権問題に関する基本的な内容を踏まえながらも、更に幅広い
市民の参加を得るためには、地域の状況に応じた内容や開催の方法について、さらに工夫
を加える必要がある。

成
果
と
達
成
状
況
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（２）子どもを育むまちづくり  
    

◎基本方針 
  「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体とたくましい体力」のバランス 
がとれた児童生徒の育成を目指した教育課程の編成と教育活動の充実を図 
るとともに、学校教育環境や学校給食の充実、学校環境衛生の向上に取り 
組みます。 
  また、学校、家庭、地域の連携を図りながら、児童生徒の健全育成を推

進します。 
         
   ア．学校教育を充実します 
     

①教育内容の充実  
    ②開かれた学校づくり 
    ③健康と学校給食の充実   

④教育環境の充実 
⑤就学環境の充実 

    
イ．児童生徒の健全育成を推進します 

     
①学校・家庭・地域の連携による健全育成環境の整備 

    ②健全育成活動の充実    
③非行防止対策の推進 
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 2,330 2,730

2,238 2,712

(2,238) (2,712)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

市指定教育研究事業 5校 5校

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

・市指定教育研究事業は、平成20年度で４校が指定
研究終了となったため、次年度新たな研究主題のも
と４校を研究指定する必要がある。

・定例学校訪問、校園長会については、今年度同様、計画的に実施し、より有効性、効率
性を高めるように実施していく。
・研修会等、様々な機会を通して新教育課程の内容を踏まえた事業充実に努める。

 庁内評価（教育長・次長） 　指定研究への参加に工夫の必要がある。　　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

左記以外のH20年度の実績

・文部科学省指定「小学校における英語活動等国際理解活動推進
事業」（田辺第三小学校）
・文部科学省指定「道徳教育実践研究事業」（三里小学校）
・文部科学省指定「豊かな体験活動推進事業」（稲成小学校・秋
津川小学校・龍神中学校）

成
果
と
達
成
状
況

・学校訪問の実施（小学校31校・中学校16校・幼稚園4園）
・定例校園長会、教頭会での研修等の実施
・「市指定教育研究事業」の実施

　　　評　　価　　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

・定例学校訪問については、４月～11月の期間で実施し
た。
・定例校園長会、教頭会では、毎回、研修テーマを設定
し、教育委員会からの説明、提案、協議等を行った。
・市指定教育研究事業では、中芳養中学校、上秋津小学
校、二川小学校、東陽中学校の４校が指定の最終年度とし
て研究成果を発表した。

事　　　業　　　名 教育内容の充実のための事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

  中央教育審議会答申の考え方を生かし、「質の高い教師による、質の高い教育を保証
し、『確かな学力』『豊かな心』『健やかな体』のバランスがとれた児童生徒の育成を目
指す。

　　事業の内容
　　・現状

・定例学校訪問等あらゆる機会を捉え、教職員へ「田辺市学校教育指導の方針」及び教育
関係法規の改正点、学習指導要領の改訂内容等の周知を図った。
・定例学校訪問に教育委員会からの説明を位置付け、当該学校・園の重点課題等を全教職
員に提起した。
・定例校・園長会、教頭会において「確かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体とたく
ましい体力」を育てる学校経営・運営についての研修を実施した。
・教育活動の深化、充実を図るため「市指定教育研究事業」として、市内の小中学校の中
から５校を研究指定している。

教育基本法・学校教育法・学校教育法施行規則・学習指導要領等

H20年度の概要

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：委託
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・中芳養中学校研究指定 569 ・二川小学校研究指定 569
・上秋津小学校研究指定 581 ・芳養小学校研究指定 431
・東陽中学校研究指定   562

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （１）教育内容の充実
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） － 2,000

－ 2,000

（　　　） (2,000)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　不審者情報は、日の入り前後の夕方が多く、下校
時の見守り活動の充実が課題である。
　また、防犯や子どもの安全について、地域住民の
意識を更に高めていくことが必要である。

　安心・安全メールで配信した不審者情報数はＨ18年度は22件、Ｈ19年度は12件、Ｈ20年
度（12月末現在）15件寄せられている。今後、学校と地域との連携を更に深め、児童生徒
の安全体制の整備を進める必要がある。

 庁内評価（教育長・次長） 　地域の人材を積極的に活用する必要がある。　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

左記以外のH20年度の実績

成
果
と
達
成
状
況

　子どもセーフティーガード（見守りボランティア）の研
修と市民の意識の高揚を図る。学校の安全体制を確立す
る。

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　研修会では防犯の専門家による指導を受けることがで
き、防犯に対する意識の高揚につながった。
　また、生涯学習フェスティバルでは、各地域の取組を全
市に普及することができた。安心安全メールで不審者情報
を市民に素早く知らせることができた。

事　　　業　　　名 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　学校・家庭・地域の関係機関・団体との連携を図り、地域ぐるみで学校安全体制を整備
する。

　　事業の内容
　　・現状

　「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」推進委員会を立ち上げ、各団体、関係機関
との連携体制を図った。スクールガードリーダー（防犯の専門家）による学校・園の見ま
わり、安全確認活動を行っている。子どもセーフティーガード（見守りボランティア）の
研修会を５地域で開催した。
　また、生涯学習フェスティバルで特色ある地域の取組を発表した。市民への啓発活動と
して、ポスター、チラシを作成している。各学校からの不審者情報を情報配信システム
（安心安全メール）で登録者に配信している。

H20年度の概要

国庫・県単・市単：国庫
実施方法（直接・委託等）：委託
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・通信費  15 ・諸謝金    259 ・旅費185 ・消耗品費765
・借損料 170 ・印刷製本費600 ・会議費6

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （１）教育内容の充実
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 1,800 2,062

1,600 2,052

(1,600) (2,052)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

学校・園評議員 166人 166人

市学社融合指定研究校 1校

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　「学社融合」を中心とした開かれた学校づくりの推進
は、現在の教育課題（基本的生活習慣の確立、不登校へ
の対応、児童生徒の安全確保等）を解決するためには、
必要不可欠であり、学力向上にも大きな影響を与えると
考えられる。
　したがって、学校・保護者・地域・行政が一体となっ
て更なる推進を図ることが重要である。

・参観日や学校開放月間を通しての授業公開や生涯学習フェスティバルでの展示発表につい
ては、更に内容を充実して実施していく。
・学校評価については、評価項目の精選を行い、更に充実を図る。
・学校評議委員会の開催についても、様々な分野からご意見をお聞きできるよう、会の持ち
方を工夫していく。

 庁内評価（教育長・次長） 　地域の人材を活用し、学校評議員会の活性化を図る必要がある。　評　価　（Ｂ）

左記以外のH20年度の実績

文部科学省指定
学校支援地域本部事業（本宮小・本宮中）

成
果
と
達
成
状
況

・各校、園において、参観日、学校開放月間の実施
・生涯学習フェスティバルで、「学社融合活動」のパネル
展示
・学社融合の市指定研究の実施
・園・学校評価の実施
・学校評議員会の開催

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

・各小中学校、幼稚園において、参観日や学校開放月間時
に学習活動を公開した。
・生涯学習フェスティバル開催時に「学社融合の活動」の
パネル展示で学校、園の取組を広報した。
・芳養地区（芳養小・芳養公民館）への市指定研究を行
い、１年次の成果を中間発表という形で報告した。
・各小中学校、幼稚園における園・学校評価を実施した。
・各園・小中学校において学校評議員会を開催した。

事　　　業　　　名 開かれた学校づくり推進事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　参観日や学校開放月間を設定して子どもの学習活動の様子を保護者や地域住民に公開する
などして、地域の学校に対する関心を高め、支援や協力が得られるようにするとともに、学
校評価を実施して、その結果を教育活動に生かす。

　　事業の内容
　　・現状

・参観日や学校開放月間を通して、積極的に学習活動の様子を保護者や地域住民に公開す
る。
・生涯学習フェスティバル開催時に、各学校ごとに「学社融合の取組」をパネル展示して、
市民に広報する。
・学社融合のさらなる推進と開かれた学校づくりを目指して、芳養小学校・芳養公民館に市
の研究指定を行い、研究を深めている。
・各学校で学校評価を実施し、結果を保護者や地域に説明するとともに、次年度の教育活動
に生かしている。
・年間３回以上、各学校において学校評議員に意見を聞き、学校評価結果とあわせて、学校
経営に生かしている。

教育基本法・学校教育法

H20年度の概要

国庫・県単・市単：　市単
実施方法（直接・委託等）：　直接及び委託
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・芳養小学校研究指定　462　・学校評議員謝金　1,590

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （２）開かれた学校づくり
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 1,399,476 534,766

1,339,920 512,664

(205,576) (226,262)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

給食センター建設費 1,026,659 1,402

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

　達　成　状　況

　平成20年5月から東陽中学校での給食を開始し、全市で給食を
実施することができた。衛生管理では研修会等の機会をとらえ
て、衛生管理の徹底を図るともに、寒天培地試験をして一般細
菌の発生状況を調査するなど意識向上を図った。
　地産地消では生産者部会の会議に参加し献立作成の考え方な
どの情報交換するなどし、地元農産物を使用するようにした。

事業の成果・目標成
果
と
達
成
状
況

　平成19年９月に城山台学校給食センターが稼働し、それまで完全給食未実施であった10
小学校、４中学校（東陽中学校は平成20年5月から開始）、４幼稚園での給食を開始できた
ことにより、現在、市内全ての小中学校及び幼稚園いおいて、学校給食が完全実施できる
こととなった。今後も、衛生的で安全な学校給食を実施し、学校給食を通して子どもの健
全な心身の発達を図る。
◎小学校
・単独校調理場９小学校(29.0%)児童数369名（7.8％）
・共同調理場22小学校（71.0％）児童数4,335名（92.2％）
 （うち城山台学校給食センター12校（38.7％）児童数3,352名（71.3％））
◎中学校
・単独校調理場３中学校（18.8％）生徒数199名（8.6％）
・共同調理場13中学校（81.3％）生徒数2,118名（91.4％）
  (うち城山台学校給食センター６校（37.5％）生徒数1,518名（65.5％））
◎幼稚園
・共同調理場（城山台学校給食センター）４幼稚園（100％）園児数185名（100％）

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

事　　　業　　　名

左記以外のH20年度の実績

　文部科学省「学校給食衛生管理の基準」を踏まえ、学校給食
関係者の衛生管理意識の向上を図るとともに、給食施設・設備
の改善に努める。地域の生産者との連携を図り可能な限り地元
食材を使用し、地産地消に努める。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

国庫・県単・市単・その他：給食費自己負担金307,102
実施方法（直接・委託等）：直接、委託
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・賃金87,684(嘱託員賃金70,044)
・需用費305,979(賄材料費257,460)
・委託料113,975給食業務委託料(105,880)・役務費 5,026

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

学校給食法

学校給食の実施

児童及び生徒の心身の健全な発達を目指して学校給食の充実を図る。

  　担当課名（給食管理室）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （３）健康と学校給食の充実

課題の総括

　食の多様化が進み、飽食の時代といわれる今日、肥満や高血圧等の生活習慣病がとりざ
たされる中、給食を通じ食に関する知識を習得することは重要であるので、教育の一環と
して実施していく。城山台の、給食費の納付率は98％であるが、負担の公平の観点からも
納付指導等の徹底を図り、納付率を上げていかなければならない。

 庁内評価（教育長・次長） 　地産地消の推進と給食費の納付率の向上を図る必要がある。　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　平成20年5月から東陽中学校での給食を開始したこと
により、市内全ての学校・幼稚園で給食を実施するこ
とができた。地産地消では城山台給食センターや他の
給食施設において、可能な限り地場産物の食材を使用
するように努めている。
　子どもが地場産の食材を通じて地域の自然や文化、
産業等に関する理解を深め、その生産等に携わる者へ
の感謝の念を育むことは食育として重要な役割を果た
している。。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 31,986 32,459

30,587 31,650

事業の数値実績 H19年度 H20年度

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 ■なし □当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　教職員の40歳以上については、「高齢者の医療の
確保に関する法律」に基づき、平成20年度から腹囲
などの検診項目が増えたため、平成21年度より教職
員検査の受診項目に加える必要がある。

 幼児、児童及び生徒については成果をあげている、しかし、教職員は、健康検査の結果
に基づき、産業医から受けた保健指導を利用して、その健康の保持に努めなければならな
いが、それが十分実践できているかどうかが課題である。

 庁内評価（教育長・次長） 　教職員の健康に留意する必要がある。　　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

(30,587) (31,650)

左記以外のH20年度の実績

成
果
と
達
成
状
況

・心臓検診は、児童生徒の心疾患の早期発見と適切な管理
により突然死を予防する。
・児童生徒や教職員の健康診断の結果に基づき、疾病の予
防処置を行い、又は治療を支持し、運動及び作業を軽減す
るなど適切な処置を講ずる。
・心臓検診において、手術を要する児童生徒を早期発見す
るなど突然死を未然に防ぐことができた。

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った　学校教育法及び学校保健安全法における幼児、児童、生

徒及び学校の教職員の健康診断は全て実施済みである。

事　　　業　　　名 園児、児童、生徒及び教職員の健康検査事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　幼児、児童、生徒及び職員の健康の保持増進を図るため、学校において定期的に健康診
断を行い、保健に必要な措置を講じる。

　　事業の内容
　　・現状

・児童生徒の心臓検診(小学校１年生、中学校１年生及び未検診者)
・児童生徒の内科、眼科、歯科、耳鼻科検診(小学校は4年生及び6年生、中学校は2年生を
除く)
・園児の内科、眼科及び歯科検診　　・新入児の就学前検診(内科、眼科及び歯科)
・尿検査(小中学校の全児童生徒、全教職員及び全幼稚園児)
・ぎょう虫検査(小中学校の全児童生徒及び全幼稚園児)
・寄生虫検査(小学校３年生以下の全児童及び全幼稚園児)
・教職員検査(胸部X線検査【全職員】、心電図検査・血液検査【35歳以上全職員】、
　胃部X線検査【40歳以上職員】
・小中学校へのＡＥＤの設置
・水質検査、飲料水検査及び教室等の照度検査

学校教育法、学校保健安全法、学校保健安全法施行規則及び労働安全衛生法

H20年度の概要

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・学校薬剤師,学校医,学校歯科医報酬 19,798
・心臓検診賃金 332
・へきち眼科検診,心臓検診判定,教職員の産業医謝礼等報償費
2,280
・検便検尿胃検診等手数料,眼科等検査手数料,水質等検査手数料
7,046
・学校医等の車両借料及びへき地眼科検診の器具借料 745

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （３）健康と学校給食の充実
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事業の目的

根拠法令等

事業コスト H19年度 H20年度

予算額（千円） 1,004,624 2,095,854

743,867 1,713,805

(124,399) (189,136)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

耐震二次診断の実施 １校 20校

事業の成果・目標

達　成　状　況

区　　　　　分

事業のニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

見直しの必要性 ■なし □当面なし □あり

有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

 庁内評価（教育長・次長） 　学校施設の耐震化を計画的に実施する必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

 平成20年６月の地震防災対策特別措置法改正による
国庫補助率の引上げ等を受けて、大規模な地震によ
る倒壊の危険性が高い学校施設の耐震化を早急に実
施していくことが求められている。
　平成20年４月１日現在、本市の学校施設の耐震化
率は、64.3％となっており、老朽校舎の改築や学校
統合等、他の事業との調整を図りながら年次的な耐
震計画を整理していく必要がある。　また。学校施
設の経年劣化に伴い、修繕箇所が、年々増加してい
るなか、限られた予算財源の中で、効率的な施設整
備を行っていく必要がある。

　学校施設は、教育環境としての機能とともに、地域コミュニティの拠点や災害時の避
難場所としての役割を有し、地域の社会資本として有効に活用していくことが求めら
れ、厳しい財政状況の中で効果的、効率的、計画的に整備していくことが大きな課題で
ある。

事　　業　　　名

左記以外のH20年度の実績

　東陽中学校建築工事、東小学校増築工事及び中芳養中学
校校舎増築工事については、今年度、予定していた工事進
捗により工事施工することができた。田辺第一小学校建築
工事については、構造計算適合判定機関の指摘事項への対
応に時間を要したため、工事着手が当初予定より遅れ、年
度内完成ができなかった。
　耐震二次診断については、今年度をもって耐震化の必要
な学校（21校）全てに実施することができた。施設修繕に
ついては予算の範囲内において修理・改修した。

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

地震防災対策特別措置法、

学校施設整備事業

　学校施設は、児童生徒の学習・生活の場として、豊かな人間関係を育むための教育環
境として重要な意義を持つとともに、災害時には地域住民の避難場所としての役割をも
果たすことから、その整備充実並びに安全確保は極めて重要である。

成
果
と
達
成
状
況

・東陽中学校建築工事、田辺第一小学校建築工事、東小学
校増築工事、中芳養中学校校舎増築工事等の施工
・耐震二次診断の実施
・施設修繕の実施

  　担当課名（教育総務課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （４）教育環境の充実

　平成19年度から着手している東陽中学校建築工事について、本年12月に建築本体工事
が完了するとともに、田辺第一小学校改築工事、統合に伴う東小学校増築工事及び中芳
養中学校校舎増築工事を本年度に着手した。
　また、昭和56年以前に建築した非木造建物のある学校のうち、耐震化の必要な学校は
21校（小学校14校、中学校7校）となっており、本年度、これらの耐震化の必要な学校す
べてにおいて、耐震二次診断が完了予定である。
　さらに、各小中学校施設について、緊急性や教育環境の改善のため、教室の床張替、
プール底面改修、雨漏れ修繕等、各種修理・修繕を実施した。

事業の内容・現状

　　  評　　価（Ｂ）

 Ａ：目標を超えて達成した
 Ｂ：概ね目標は達成した
 Ｃ：目標を下回った
 Ｄ：目標を大きく下回った

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

国庫・県単・市単：国庫、市単、県補助
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・田辺第一小学校建築費  　236,541 ・東陽中学校建築費 1,170,150
・東小学校校舎増築工事費  143,977
・中芳養中学校校舎増築工事費  33,000
・耐震診断委託料　 66,487
・小学校施設修繕   44,755         ・中学校施設修繕   18,895

H20年度の概要

決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 6,911 6,922

6,294 6,922

(6,294) (6,922)

事業の数値実績 H19年度
H20年度
(12月末）

小学校不登校児童数 18名 11名

中学校不登校生徒数 74名 47名

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　不登校生は、特に中学校で増加傾向になるので、
中学校生活がスムーズにおくれるように、児童生徒
の情報を共有化するなど小中学校の連携を更に進め
る必要性がある。
　また、不登校児童生徒を新たに生み出さないよう
に、コミュニケーション能力を身につけさせる学習
等を積極的に取り入れることも必要である。

　本年度は、上記にあるように不登校児童生徒は、減少傾向にある。しかし、まだ多くの
子どもたちが登校できない状態である。学校や田辺市教育研究所での取組を充実し、不登
校児童生徒の減少を目指す必要がある。

 庁内評価（教育長・次長） 　学校、関係機関、家庭の連携強化を図る必要がある。　　　　評　価　（Ｂ）

左記以外のH20年度の実績

成
果
と
達
成
状
況

　不登校児童生徒を減少させ、一人でも多く、健全に学校
生活が送れるようにする。

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　平成20年度は12月末現在、小学校11名・中学校47名の計
58名であり、昨年一昨年を下回っており、減少傾向にあ
る。

事　　　業　　　名 不登校対策事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

  不登校児童生徒の社会自立や学校復帰に向けて、適切な働きかけをし、将来的な「社会
的自立」を目指す。

　　事業の内容
　　・現状

  田辺市の不登校の現状は、平成18年度は小学生26名・中学校88名の計114名であった。
平成19年度は小学生18名・中学生74名の計92名であり、右肩下がりの傾向にある。しか
し、依然として不登校数は多い状態にあり、より一層の取組が期待される。
　学校では、子どもの不登校傾向に応じた指導を積極的に行っている。また、教育委員会
としては、不登校対策委員会に助言を求め対策を進めるとともに、田辺市教育研究所で、
様々な相談活動や適応指導教室の内容を充実させるなどの取組を行っている。

H20年度の概要

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・不登校問題対策委員謝礼 180　・嘱託員他賃金 4,327
・教育相談員賃金 2,303　・消耗品費 110

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （４）教育環境の充実
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 85,159 80,745

79,984 80,406

事業の数値実績 H19年度 H20年度

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 ■なし □当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

 庁内評価（教育長・次長） 　効率的な路線の検討が必要である。　　　　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

  上級生の卒業により、低学年児童だけで最寄りの
バス停まで歩かなければならなくなる場合など、児
童生徒の進級や新入学の際、自宅付近までのスクー
ルバスの乗り入れの要望があるが、車両の大きさに
より対応できない場合がある。
  また、地域住民よりスクールバス利用の要望もあ
る。

　スクールバスは、児童生徒の登下校のみならず、地域住民の利用に供している地域もあ
り、今後も有効に活用していくことが求められている。厳しい財政状況の中で、効率的に
路線の計画を行う必要がある。

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

スクールバス運行事業

　龍神、中辺路、大塔及び本宮地域において、小中学校児童生徒の登下校のためのスクー
ルバスを運行し、就学環境の充実を図る。

成
果
と
達
成
状
況

・龍神、中辺路、大塔及び本宮地域とも、当初の計画どお
りスクールバスを運行している。
・小中学校の登下校に支障をきたさぬよう、毎年路線の
ルートを検討している。

  　担当課名（学校教育課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

(80,406)

左記以外のH20年度の実績

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （５）就学環境の充実

・龍神地域は、龍神小学校路線、咲楽小学校路線、龍神中学校龍神路線、同校下山路路
線、同校丹生ノ川路線の５路線を運行している。
・中辺路地域は、栗栖川小・中辺路中学校大内川路線、同校水上路線、栗栖川小・二川小
学校小松原路線、二川小学校高原路線の４路線を運行している。
・大塔地域は、三川小学校向山深谷路線、同校木守路線、富里小学校路線、大塔中学校三
川路線、同校富里路線の５路線を運行している。
・本宮地域は、三里小学校・三里中学校路線、本宮小学校本宮・四村川路線、本宮中学校
四村川路線、同校請川路線の４路線を運行している。

　　事業の内容
　　・現状

事　　　業　　　名

　　評　　価　（ Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

H20年度の概要

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・スクールバス運行委託料　79,904
　(小学校43,833、中学校36,071）
・使用料及び賃借料 486　・光熱水費 16

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源） (79,984)

車両の大きさにより、各路線の枝線まで全て運行すること
はできないが、概ね目標は達成している。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 18,300 29,760

18,300 21,920

(18,300) (21,920)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

奨学生 68名 80名

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

事業のニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

 庁内評価（教育長・次長） 　啓発活動と償還指導の徹底を図る必要がある。　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　毎年、広報紙や市ホームページに奨学金制度内容
について掲載するとともに、市内の中学校、高校へ
お知らせ文を通知するなど制度の周知に努めてい
る。
　また、奨学生願書は、在学する学校長を経由して
提出することにしており、奨学生の選考にあたっ
て、その有効性を高めている。
　平成１７年度に奨学金制度（貸与）を創設して以
来、４年を経過する中で、今後の課題として、奨学
金の償還事務の円滑な遂行が求められる。

　奨学金制度の周知徹底を図るとともに、今後、奨学金償還者が増加してくる中で償還
指導の徹底を図っていく必要がある。滞納者の対応　奨学金の返還について、事務手続
の簡素化、返還手続の負担の軽減を図るため、納付書から口座振替への移行が必要であ
る。

事　　　業　　　名

左記以外のH20年度の実績

　平成17年度に制度創設して以来、４年経過するなかで平
成20年度の奨学生数は80名に達している。
（奨学生数・奨学金額）
・平成19年度　68名、18,300千円
・平成20年度　80名、21,920千円
　

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市修学奨学金貸与規則

修学奨学金貸与事業

  勉学に対する意欲があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な方に修学
奨学金を貸与し、教育の機会均等に資することを目的とする。

成
果
と
達
成
状
況

　平成20年度の新規奨学生の採用者（31名）
　・大学生14名（15名）
　・短大生 4名 (15名)
　・高校生13名 (30名）
　（　）は、当初予算に係る奨学生見込人数

  　担当課名（教育総務課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

１．学校教育を充実します （５）就学環境の充実

　合併前に各市町村において実施していた奨学金事業を整理統合し、合併後、新たな制
度として平成17年度に創設した。
　奨学生は、所得基準等の貸与資格に基づき修学奨学生選考委員会に諮って選考してい
る。奨学金は、無利子で貸与し、卒業後、20年以内に返還する。
（貸与金額（月額））
　・大学、短大、高専校（4.5年）、専修学校（専門課程）30,000円
　・高校、高専校（1～3年）、専修学校（高等課程）　　 10,000円
（平成20年度の奨学生）
　・大学 34名、短大18名、高校28名　計80名

事業の内容・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・貸付金　21,920

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 1,480 1,480

1,480 1,480

（1,480） （1,480）

事業の数値実績 H19年度 H20年度

青少年健全育成市民大会 180人 250人

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

（１）学校・家庭・地域の連携による健全育成環境の整備

○重点目標と課題
（１）青少年のための健全で明るい環境づくりを推進します。
（２）地域の課題に即した校区協議会・地区協議会の活動を推進します。
（３）家庭教育の充実を推進します。
（４）非行を直視しその対策を関係機関との連携のもとに推進します。
○年間行事
　・７月　田辺市青少年健全育成市民大会
　・11月　研修会
　・総会、常任委員会、役員会の実施

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：補助
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・補助金1,480

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

・校区、地区協議会への支援
・研修会等

・７月の青少年健全市民大会は兵庫県立西脇工業高等学校
の陸上競技部監督の渡辺公二先生をお招きして講演をして
いただき、250名の参加があった。
・11月の研修会では、携帯とインターネットの危険性につ
いてを研修した。
・年間１回の総会及び３回の常任委員会（現時点では2回）
を予定どおり実施。今年度は特に校区・地区協議会との連
携強化を行った。

成
果
と
達
成
状
況

・７月　青少年健全市民大会
・11月　研修会
・年間１回の総会及び３回の常任委員会
・青少年健全育成のための各機関との連携等

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市青少年育成市民会議への支援

　青少年問題の持つ重要性にかんがみ、広く市民の総意のもとに関係機関及び団体の緊密
な連携と、家庭・地域の教育力を結集して次代を担う青少年の健全な育成を図る。

事　　　業　　　名

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します

 庁内評価（教育長・次長） 　校区、地区協議会との連携強化を図る必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　青少年を取り巻く現状は、社会の多様化により、
大変厳しいものとなっている。特に、情報化社会の
現在ではサイバー犯罪などの新たな犯罪が増えてお
り、対策等が必要となっている。

　今後も関係各団体や校区・地区協議会との連携を密にしながら、対策を講じていく必要
がある。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 1,114 1,558

454 906

(152) (302)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

実施箇所 3箇所 4箇所

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい  □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します

 庁内評価（教育長・次長） 　人材の有効活用を図る必要がある。　　　　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　開催する教室の活動内容によって参加する児童数
に差異があるため、児童のニーズに沿った内容を計
画する必要がある。
　学習アドバイザー１名では一斉指導に限界がある
ため、学習アドバイザーの増員や補助ボランティア
を配置する等環境の整備が必要である。

　各子ども教室を推進し、放課後や休日における児童の居場所づくりのために、児童の体
験活動や学習の場を更に広げるとともに、より効果的な事業展開を図る必要がある。

成
果
と
達
成
状
況

　放課後子ども教室推進事業の計画・実施。
　活動中は、児童の安心・安全に努める。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

放課後子ども教室推進事業等実施要綱（文部科学省）

放課後子ども教室推進事業

　放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子ども達の安全・安心な活動拠点を
設け、地域の方々の参画を得て、子ども達と共に勉強やスポーツ・文化活動、地域住民と
の交流活動等の取組を実施することにより、子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やか
に育まれる環境づくりを推進するものである。

事　　　業　　　名

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （１）学校・家庭・地域の連携による健全育成環境の整備

　地域の様々な資質を有する多くの大人たちの支援や協力を得て、子どもに様々な体験活
動や学習活動の場を提供する。
（稲成、上秋津、龍神、鮎川の４地域で実施）

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：各1/3
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・報償費　671　・需用費　160
・旅費　   17　・役務費　 58

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

放課後子ども教室推進事業の開催
　・稲成18教室　・上秋津30教室　・龍神26教室
  ・鮎川27教室
　参加児童が多い時にはボランティアの協力をいただき、
児童の安心・安全を見守る。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 3,700 3,500

3,700 3,500

(2,500) (2,300)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

①主要８事業参加者 2,446人 1,385人

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい　 □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します

 庁内評価（教育長・次長） 　各単位子どもクラブの会員確保を図る必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　事業としては、少子高齢化が進む現在、各子ども
クラブでは、人数不足等により、行事参加が難しい
現状も起こっている。
　現在の行事については今年度に見直しを図り、来
年度以降も現状どおり実施することとなったが、時
期の検討や効率的な開催等を今後も検討することが
必要となってくる。

年間行事の効果的、効率的な実施

成
果
と
達
成
状
況

・主要８行事の実施
・主要８行事の見直し

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

子どもクラブ育成事業・地域子ども会活動支援事業

　地域のよりよい環境の中で、子どもたちが健やかに成長できる地域社会の実現を図るた
め、組織的、継続的な子ども会活動の推進

事　　　業　　　名

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （２）健全育成活動の充実

①【子どもクラブ育成事業】
　主要８行事を実施。
　　５月　子ども投げ釣り大会　　　６月　夏の親善体育大会（ソフト・キック）
　　７月　ドッジボール大会　　　　８月　親子野外映画教室
　　10月　市民親子ハイキング　　　11月　親子バスケットピンポン大会
　　２月　駅伝大会　　　　　　　　３月　研修大会
②【地域子ども会活動支援事業】
　20人以上の児童、生徒を会員として組織されている子ども会の活動に対して、12万円
（県1/2、市1/2）の補助を行う。田辺市では、計20クラブが補助を受けている。

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単、県単
実施方法（直接・委託等）：委託、補助
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・委託料　1,100
・補助金　2,400

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

・主要行事については、現時点では概ね予定どおり実施さ
れている。
・主要８行事の見直しについては、臨時総会において見直
しが図られた。
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根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 3,750 2,448

3,335 2,200

(3,335) （2,200）

事業の数値実績 H19年度
H20年度
（1月末）

開館日数 298日 213日

児童館利用人数 5,489人 4,138人

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

H20年度の概要

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します

　学校・家庭・地域社会と連携を図り、地域における子どもの安全確保と健全育成の場
として、子どもの居場所づくりに努めるとともに各種活動や遊びを通して、健康を増進
し情操の豊かな子どもの育成に努める。

1.子どもを育成する活動
  「遊び」を通して、子どもを育成する活動を推進する。そのため放課後や休日に
定例活動や行事等を行う。※おり紙教室・手話教室・健康づくりと護身教室
2.子育ての家庭を支援する活動
 　子育ての中で、悩みや孤立感を感じる保護者に対して教育相談を行う。また、児童相
談所・教育研究所等の専門機関と連携し、子育て家庭を支援する活動を行う。定期的に
小・中学校に出向き、子どもの様子や情報交換等を行い、連携を図ってきた。
3.地域活動を推進する活動
　 学校・地域・家庭と連携し、地域ぐるみで子ども達を育てる活動を進める。また、子
どもクラブの活動を支援するとともに、リーダーの育成に取り組む。
　※ちびっ子角力大会

事業の内容・現状

　　　評　　価　（B）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　社会の変化とともに子どもを取り巻く状況も変化しており、いじめ、不登校、児童虐
待、子どもの居場所の問題など様々な問題があり、子育ては、子どもを持つ親、学校、
児童館、地域が連携して取り組んで行く必要がある。

成
果
と
達
成
状
況

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

児童福祉法

児童館活動事　　　業　　　名

  　        担当課名（芳養児童センター）

左記以外のH20年度の実績

 庁内評価（教育長・次長） 　学校、家庭、地域、児童館の連携強化を図る必要がある。　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　社会の変化とともに子どもを取り巻く状況が著し
く変化しているなか、いじめ、不登校、児童虐待、
子どもの居場所の問題などの課題をふくめ児童館の
役割は重要だと考えます。人と人とのつながりを大
切にしながら子どもを中心に据えた活動は、すべて
の人が安心して暮らせる地域づくり、人づくりにつ
ながると考えます。

　３つの活動(「子どもを育成する活動」「子育ての家庭を
支援する活動」「地域活動を推進する活動」)を推進する。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　放課後や休日に定例活動や行事活動を実施しました。
　また、毎月の児童館だよりや田辺市のホームページへの
掲載など校区全体に情報を発信しており、多くの子どもが
児童館活動に参加しています。
　また、乳幼児と保護者を対象に「フリースペースちびっ
こ」を開設しています。

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

事業の目的

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

（2）健全育成活動の充実

国庫・県単・市単： 市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・賃金　  1,600　　　　・報償費  350
・需用費　　240　　　　・旅費     10
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 2,388 2,976

2,219 2,868

(1,988) (2,576)

事業の数値実績 H19年度
H20年度
（1月末）

開館日数 298 250

児童館利用人数 20,196 16,581

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

  放課後や休日に定例活動や行事活動等を実施することができました。また、毎月の児童館だよ
りや田辺市のホームページ掲載など校区全体に情報を発信しており、多くの子どもが児童館活動
に参加しています。また、子どもが安心して遊べる場「居場所」として、親の意識に定着しつつ
あります。月二回の教育相談の日を位置づけ実施することができました。乳幼児と保護者を対象
にフリースペースちびっこを開設しており、子どもや保護者の遊びや交流の場となっています。
  また、地域にある市の施設(南部センター・みどり保育所)と連携をしながら町内会や関係団体
と共に南部センターフェスティバルや敬老行事、夏の子どもを守る運動等に取り組むことができ
ました。子どもサポートネットみらいの事業としては「子ども　みらい　子育ての集い」を実施
しすることかできました。
  子どもへの取組みとして、計算教室や中学生サークルのテスト前の自主学習会や高校入試対策
を行うなど基礎学力向上のための取組みを進めてきており、少しずつではあるが自主的に学習が
できるようになってきています。

　　　評　　価　（ B　）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

  近年、子どもを取巻く社会情況は著しく変化し、少子化の問題、児童虐待の問題、いじ
めや登校拒否問題など様々な問題が山積しており、子育ては子どもを持つ親だけではどう
にもならないといった状況もあます。子ども自身への支援はもちろんのこと、子どもを持
つ親の子育て支援機能を充実することが求められており、地域ぐるみで、子育ち・子育て
を支援する取組み（学社連携）が、今後益々重要になってきます。また、これまでの取組
により地区の子どもの学力課題については一定の成果を上げてきましたが、乳幼児時期の
生活習慣の未確立からくる弱さをもった子どもも多く、学力が中・低位に位置している子
どもが多い。
  また、学年が進むにつれて学力が下がる傾向があり、高校へ進学したものの留年や中途
退学をする生徒がおり、学力課題が残っている。また、母子、父子、祖父母家庭や生活保
護家庭が全体に比べ割合が高く、子どもたちが成長の中で必要とする適切な助言や指導を
含めた家庭の教育力という点で弱さをもっており、生活リズムの改善、学習環境の整備、
学習習慣の確立といった取組が今後とも必要である。

 
成
果
と
達
成
状
況

（２）健全育成活動の充実

１．子どもを育成する活動
２．子育て家庭を支援する活動
３．地域活動を推進する活動
４．人権教育総合推進事業
　上記の４点を重点目標に掲げ、子どもを対象とした文化･スポーツ活動・学習活動等の講座や教室を開催するとともに、
子どもが安心して遊べる場、「居場所」の提供を行っています。
  また、保護者を対象に子育ての集いの開催や教育相談日の開設、特に乳幼児の保護者に対しては子どもや保護者の交流の
場フリースペースちびっこを開設しており、子育て支援のための事業を実施している。また、学校や隣保館、地域の各種団
体と連携し、地域で子どもを守り育てる活動・ネットワークづくりを児童館が中心的な役割を持ちながら積極的に進めてい
ます。また、県教育委員会の人権教育総合推進事業の補助を受け、地域の子どもの基礎学力向上、基本的生活習慣の確立、
進路保障のため活動（学習活動支援・交流･地域支援体制整備）に取り組んでいます。

事業の内容・現状

国庫・県単・市単：市単、一部県補助
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・報償費　837　　・需用費　1,870    ・役務費　67     ・使用料及び賃借料　94

H20年度の概要

左記以外のH20年度の実績

 庁内評価（教育長・次長） 　学校、家庭、地域、児童館の連携強化を図る必要がある。　　                           評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

説　　　　　　　　　　　明

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

　社会の変化とともに子どもを取り巻く状況が著しく変化しているなか、いじめ、不登校、児童虐待、子どもの居場所の問
題なども含め、児童館の役割は重要だと考えます。人と人のつながりを大切にしながら子どもを中心に据えた活動は、すべ
ての人が安心して暮らせる地域づくり、人づくりにつながると考えます。地域の拠点として児童観が中心的な役割を果たす
中で、関係機関と連携しながら今後より進めていくことが大切であります。
　また、同和問題が提起する教育的課題は地区の子どもの生活や学力、親の子育ての中に残っており、校区全体を視野に入
れながら今後も児童館活動の中で取り組む必要があると考えます。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

・放課後や休日の行事活動 （文化、教養等各教室の実施、子どもの居場所づくり）
・広報活動（児童館だよりの発刊、田辺市のホームページの掲載）
・保護者からの相談の窓口を開設（教育相談）
・乳幼児と保護者の集いの場開設（フリースペースちびっこ）
・子どもを守る体制づくりの推進
・子どもクラブ等の支援
・子どもを地域で見守るネットワークづくり（子どもサポートネットみらい）
・子どもみらい子育ての集いの開催
・子どもの学力･生活の課題検討

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

児童福祉法

児童館活動

  学校・家庭・地域社会と連携を図り、地域における子どもの安全確保と健全育成の場として子どもの居場所づくりに努め
るとともに、各種活動や遊びを通して、健康を増進し情操を豊かな子どもの育成に努める。

事　　　業　　　名

  　担当課名（末広児童館）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 2,085 2,241

2,080 1,757

(2,030) (1,707)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

開館日数 242 204

利用者数 10,347 9,269

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（天神児童館）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子どもをはぐくむまちづくり

２、児童生徒の健全育成を推進します（２）健全育成活動の充実

事　　　業　　　名 児童館活動

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　学校、家庭、地域社会と連携を図り、地域における子どもの安全確保と健全育成の場と
して、子どもの居場所づくりに努める。各種活動や遊びを通して、健康を増進し情操を豊
かにする。

　　事業の内容
　　・現状

１．子供を育成する活動
　野外活動、スポーツ活動、文化活動、学習活動、奉仕活動
２．子育て家庭を支援する活動
  教育相談、親子サークル
３．地域活動を推進する活動
　子どもを守る体制つくりの推進、子どもクラブ等の支援、リーダー育成、 生涯学習課
等関係機関との連携・協力体制の構築
４．人権教育総合推進事業
　地域子育てシンポジウム、子育て講演会、乳幼児教室、親子料理教室

児童福祉法

H20年度の概要

国庫・県単・市単:市単、県補助
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・報償費　815　　・需要費            739
・役務費　  3　　・使用料及び賃借料　200

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

成
果
と
達
成
状
況

　子ども達にたくましく生き抜く力をつけるとともに、保
護者、地域の教育力を高めるよう様々な事業を展開する。 　評　　価　　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　課題を抱えた子どもや保護者に対して、他の機関と緊密
に連携しながら対応している。

 庁内評価（教育長・次長）  学校、家庭、地域、児童館の連携強化を図る必要がある。　　  評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　学校行事との調整、講演会などへの参加者増、地
域ボランティアの協力依頼などへの工夫が必要であ
る。

　保護者の教育力や経済基盤の脆弱さからくる、子どもの様々な問題に対応するには、今
後とも館、学校、地域、そして社会全体の、きめ細かい配慮と対応が必要である。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 14,260 14,526

13,552 11,877

(10,515) (9,890)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

街頭巡回 延べ245回 延べ240回

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい　 □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第２節　子供をはぐくむまちづくり

２．児童生徒の健全育成を推進します （３）非行防止対策の推進

事　　　業　　　名 田辺青少年補導センターの運営

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

青少年の非行を防止し、健全育成を図るため、家庭や学校、地域や関係機関との連携を図
りながら、地域社会における活動の拠点として、補導活動・相談活動・環境浄化活動・広
報啓発活動を積極的に推進する。

　　事業の内容
　　・現状

（１）補導活動の充実強化
　　　◎常時補導　　◎定期補導　　◎合同補導　　◎補導委員補導
（２）相談活動の充実
（３）環境浄化活動の推進
（４）広報活動の充実

H20年度の概要

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：負担金
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・賃金 5,493　・報償費2,396　・旅費  254 ・需用費874
・役務費 568　・委託料1,493　・使用料329 ・負担金470

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

説　　　　　　　　　　　明

　補導センターへの相談件数は12月末現在で、昨年
同期の約２倍に増加しており、今後特に立ち直り支
援に向けての取組を展開していく必要がある。

　現在、補導活動、相談活動、環境浄化活動、広報活動に鋭意取り組んでいるが、相談内
容が多様化、複雑化する傾向があり、今後、更に取組を充実していく必要性がある。

 庁内評価（教育長・次長） 　再発防止と立直り支援を図る必要がある。　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定

左記以外のH20年度の実績

成
果
と
達
成
状
況

　青少年の非行を防止し、健全育成を図るため、家庭や学
校、地域や関係機関との連携を図りながら、地域社会にお
ける活動の拠点として、補導活動・相談活動・環境浄化活
動・広報啓発活動を積極的に推進する。

　　　評　　価　　（B）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

①補導活動の充実強化
　田辺ライオンズクラブから、巡回補導活動のための車輌
の寄贈により、充実した補導活動が可能になった。
②相談活動の充実
　平成２１年度より警察との協議の中で、立ち直り支援の
ために人員確保を検討しており、新年度に向けて更に取組
を強化したい。
③環境浄化活動の推進
　県費負担の環境浄化相談員の配置により、取組を推進し
てきたが、新年度より制度が廃止になり、若干懸念され
る。
④広報活動の充実
　補導だよりの発行、広報車の巡回で充実されている。
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（３）文化のかおるまちづくり 
 
   
 
 
 
 
 

   

 
ア．郷土の歴史を学び、後世へ伝承します 

     
①郷土が生んだ偉人の顕彰  
②歴史の学習機会の充実 

    
イ．ふるさと文化の振興を図ります 

     
①芸術文化の振興・発展 

  ②文化活動の支援 
   
 ウ．文化財を保護します 

     
①世界遺産の保全・継承 

  ②文化財の保存・整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎基本方針 
 郷土にゆかりのある偉人を広く社会に顕彰し、その功績を後世に伝える 
とともに、先人の功績や郷土の歴史・伝統を学ぶ機会や資料の提供に努め 
ます。 
 また、美術館や紀南文化会館などの活動・運営を充実させるとともに、 
市民の文化活動を支援することにより、個性と魅力のあるふるさと文化の 
振興を図ります。さらに、世界遺産である熊野参詣道、本宮大社に代表さ 
れる文化遺産並びに文化的景観の保全をはじめ、多くの文化財の保護・継 
承に取り組みます。 
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 7,180 7,150

7,180 7,150

7,180 7,150

事業の数値実績 H19年度 H20年度
（12月末）

顕彰館来館者 11,710名 8,000名

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

 庁内評価（教育長・次長） 　全国への情報発信とともに、地元への啓発活動を強化する必要がある。　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　官民協働で顕彰事業を推進してきたことで、その母体の顕彰会役
員・スタッフ（市民・研究者等）はボランティアまたは半ボランティ
ア（必要経費のみ負担）で事業に参画している。また、刊行物や展示
等の制作で成果の出る事業についても同様と言え、そのうえ民間の発
想を十二分に取り入れての事業推進していることからも、経費的にも
効率的に大きな成果を上げている。

　益々、南方熊楠顕彰事業が田辺市に果たす役割が大きくなっていると判断する。
  南方熊楠顕彰館開館後も、南方熊楠顕彰会を中心に引き続き南方熊楠顕彰事業について事業委託を行
い、顕彰館を拠点とする各種事業のみならず、積極的に事業を進め、効果を上げている。一例を挙げる
と、開館時には国立科学博物館との共催の特別企画展「南方熊楠－森羅万象の探求者－」には、１日平
均1,400人程度の多数の来場者にご観覧いただいており、会期中には、ゆかりの深い皇室の常陸宮殿下、
秋篠宮殿下がお成りになり、また、皇后陛下も行啓され、展示をご視察になった。また、19年度には東
京でのワタリウム美術館で熊楠展、熊楠ゼミナール開催とその他、顕彰館を拠点とする各種事業につい
ても数多くのメディアでも紹介されており、熊楠翁と田辺を中心とする地域の魅力についての、全国に
向けた情報発信を行うという、大きな目的を達成しつつある。

事　　　業　　　名

左記以外のH20年度の実績

　熊楠翁の埋もれた偉業を掘り起こし、広く社会に顕彰していくために、熊楠
翁の研究業績や実像を紹介する取組や、南方邸に遺された蔵書・資料の調査整
理、保存を行う等の顕彰事業を、市民ボランティアである顕彰会スタッフや研
究者が中心となり、官民一体となって推進してきた。その調査研究の成果に基
づいた正確な業績や実像を情報発信する取組は、現在顕彰館及び南方邸の見学
や「南方熊楠賞」、「南方を訪ねて」、「南方ゼミナール」等の各種の顕彰事
業に生かされるだけでなく、観光振興や田辺市の文化度を広く情報発信するこ
とに大いに役立っている。
　顕彰館や南方邸自身も広く全国から一般観光客や研究者の来訪が増加してお
り、また顕彰事業がマスメディア等を通じて紹介されることにより、全国的に
「田辺の熊楠」「熊楠の田辺」として、認知されている。事業の有効性という
点からも、例えば、学術的な賞として各界に高く評価される「南方熊楠賞」や
「南方を訪ねて」をはじめ、南方邸蔵書資料の目録の刊行を行う等、着実に成
果を重ね、熊楠翁の実像や業績を明らかにしながら、広く社会に顕彰してき
た。
　特に、拠点たる顕彰館の開館後は、資料の公開や展示、講座、講演会等の教
育啓発事業や各種事業が精力的に展開してきた結果、報道、出版等の各種メ
ディアへの取り上げられることが増えてきた。

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

南方熊楠翁を学ぶ機会の充実

　 南方熊楠翁の偉業を広く社会に顕彰し、さらに後世に伝えていくために、南方熊楠顕彰館を本市の文
化・情報発信基地の機能を担う拠点とし、田辺市民はもとより、県内外、世界の人々が熊楠翁の業績や
実像に理解を深めることができるよう、顕彰事業に官民協働で取り組み、田辺市の文化のかおるまちづ
くりを進めることで、地域発展に寄与する。

成
果
と
達
成
状
況

①学習機会と場の提供（展示<月例展・特別企画展>、講演会、講座、イベント
<南方を訪ねて等>の実施）
②南方邸及び所蔵資料の保存、修繕
③所蔵資料の活用、調査研究（外部研究機関との共同調査含む）
④出版活動（自筆資料の翻刻出版<資料叢書刊行>、読み物としての機関誌発
行、等）
⑤各種メディアを通じての情報発信等

  　担当課名（文化振興課／南方熊楠顕彰館）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

１．郷土の歴史を学び、後世へ伝承します （１）郷土が生んだ偉人の顕彰

 　郷土が生んだ世界的博物学者南方熊楠の偉業に光をあて、広く社会に顕彰し後世に伝えていくため、
田辺市の学術文化情報発信の中核として位置付け、南方熊楠顕彰会とともに官民協働で種々の啓発活動
と顕彰活動を推進する。
（１）南方熊楠顕彰館の運営及び南方熊楠邸及び所蔵資料の公開
　所蔵する南方熊楠が遺した邸宅及び標本、蔵書、書簡、原稿、その他研究資料等の貴重な遺産を保
存・管理し、学術振興と教育的配慮の下、公開を行う。
（２）顕彰事業の推進
　南方熊楠顕彰館を拠点に、また、関係機関、施設と連携し、展示会、講演会、各種講座等の事業を推
進することにより、南方熊楠、ひいては、熊楠の活動の中心であった田辺、熊野についての学習機会の
提供と情報発信を展開し、市民及び全国に向けた顕彰事業を積極的に推進する。
（３）所蔵資料の保存管理・調査研究
　南方熊楠が遺した邸宅及び研究資料等を恒久的に保存し、外部研究機関等と連携を図るとともに資料
の調査・整理を行い、南方熊楠に関する研究を推進し、その成果を広く情報発信する。
（４）その他、南方熊楠顕彰に資する必要な事業に取り組む。

事業の内容・現状

　　　評　　価　　（B）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等 国庫・県単・市単：市単

実施方法（直接・委託等）：委託
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・南方熊楠翁顕彰事業委託料 7,150

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 90 85

90 85

（　　　） （　　　）

事業の数値実績 H19年度 H20年度

参加者 60 －

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

１．郷土の歴史を学び後世へ伝承します

 庁内評価（教育長・次長） 　参加者の拡充を図る必要がある。　　　　　　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

【H19実施状況から】
　講演会の内容が、世界遺産に関連する内容であっ
たため、来場者数が増加、内容も充実したものであ
り、概ね成果があったと考えている。
　ただし、本事業は、紀南文化財研究会との共催事
業であり、会場の関係から旧田辺市内で開催してき
ており、旧町村部への浸透は今一歩の感があり、今
後の検討課題である。

　住民ニーズの反映と内容の充実により、参加者の増加と文化財保護への機運を高めて
いきたい。
　旧町村部への浸透については、各教育事務所・行政局との連携に加え、開催会場や講
演会以外の方法など内容についても再検討したい。

成
果
と
達
成
状
況

　郷土の歴史を学習する機会を提供するとともに、貴重な
文化財を後世に伝え、文化財保護への理解を深めるための
情報発信として、文化講演会を開催する。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

文化講演会

　郷土の歴史を学習する機会を提供するとともに、貴重な文化財を後世に伝えるための
情報発信をねらいとする。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （２）歴史の学習機会の充実

　郷土の歴史や市内に所在する貴重な文化財の調査・研究を進め、得られた成果を市民
の皆さんに発信するため、文化講演会を開催する。

事業の内容・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：協働
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・講師謝礼　85

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

３月７日文化講演会開催予定
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 2,935 2,704

2,618 2,700

(2,549) (2,623)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

出品数 231 259

入場者数 4,139 4,729

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

（１）芸術文化の振興・発展

　昭和25年度より田辺市を中心とする美術の振興を図り、鑑賞力と愛好心を培うとともに
創作意欲を盛んにして、芸術水準の向上発展に資するため、毎年秋に作品を公募して紀南
文化会館で開催している。出品者は日高地方、西牟婁地方全域に及んでおり、広域的な展
覧会として定着してきている。
本年度で第55回を数え、第1期　書・彫塑・生花の部を10月17日～19日、第2期　洋画・写
真・陶芸・日本画・工芸の部を10月24日～26日に紀南文化会館で開催した。

事業の内容・現状

　　　評　　価（Ｂ ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）・旅費　   71
・報償費　　        854   　  ・需用費  389
・使用料及び賃借　1,263 　　  ・役務費  123

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　第55回田辺市美術展覧会は、第1期　書・彫塑・生花の部
を10月17日～19日、第2期　洋画・写真・陶芸・日本画・工
芸の部を10月24日～26日に紀南文化会館で開催した。来場
者数が前年を大きく上回り、またほとんどの部門で出品者
が増加し、洋画部門で初めて選外作品が出るなど内容的に
も充実し一定の成果を挙げた。

成
果
と
達
成
状
況

・第55回田辺市美術展覧会の開催
【第1期】書・彫塑・生花の部　10月17日～19日
【第2期】洋画・写真・陶芸・日本画・工芸の部　10月24日
～26日

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市美術展覧会(市展)の開催

　田辺市を中心とする美術の振興をはかり、鑑賞力と愛好心を培うと共に創作意欲を盛ん
にして芸術水準の向上発展に資する。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

２．ふるさと文化の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　旧町村からの出品数の拡大を図る必要がある。　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　洋画や彫塑、写真部門で大幅に出品者が増加し、
洋画部門では初の選外作品が出た。
　また、第1期、第2期とも来場者数が増加するな
ど、内容的にも充実し、一定の成果が得られた。
　ただし、合併した旧町村からの出品者が依然とし
て少ないので、市展としての意義を高めるために
も、当該地域への啓発がより一層必要である。

　合併した旧町村からの出品が相変わらず少なく、さらに各教育事務所・行政局とも連携
を深め、ポスター・広報紙等での啓発にも注力したい。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 11,205 12,007

8,262 12,000

6,432 7,000

事業の数値実績 H19年度 H20年度

大阪シンフォニカー交響
楽団コンサート入場者数

941

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

（１）芸術文化の振興・発展

　文化事業として、クラシックや伝統芸能等芸術性の高いものを実施し、優れた舞台芸術
の鑑賞機会を提供している。また、共催事業を通じて広域文化団体のイベント開催へのサ
ポートを行う。
平成20年度は、クラシック初心者を対象とした大阪シンフォニカー交響楽団演奏会を開
催。
和歌山出身の田中靖人氏のサックスコンサート(3/8)、世界無形遺産・人形浄瑠璃「文
楽」(3/22）の公演を開催予定。共催事業としては、「紀南合唱祭」、「吹奏楽祭」を開
催、また田辺第九演奏会に対し補助金を交付し公演をサポートした。

事業の内容・現状

　　　評　　価（Ａ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接・共催
歳出節別の内訳等（単位：千円）                          ・
需用費　　              767  ・委託料　8,056
・使用料及び賃借料　    1,547  ・役務費　  730
・負担金補助及び交付金　　900

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　大阪シンフォニカー交響楽団は、入場者が900名を超え、
クラシック分野での新たな客層の開拓となり、今後の公演
につながる成果を得た。
　共催事業もHP等で積極的な広報支援を行った結果、昨年
以上の入場者を得る（吹奏楽祭）公演もあった。

成
果
と
達
成
状
況

・主催事業　「はじめてのオーケストラ～大阪シンフォニ
カー交響楽団名曲コンサート～」（11月9日）、「田中靖人
サックスコンサート」（3月8日）、「文楽」（3月22日）
・共催事業　「第24回紀南合唱祭」（9月7日）、「第36回
吹奏楽祭」（9月23日）、「第23回田辺第九演奏会」（12月
7日）

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市文化事業

　文化事業として優れた芸術を鑑賞する機会の提供、文化芸術団体の公演、発表の場の提
供と共催事業を実施。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

２．ふるさと文化の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　限られた予算内で積極的に事業を展開した。　　　　　　　　評　価　（Ａ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　今後、市内・広域の高齢化や不況感による集客力
の低下が見込まれる。
　入場料を低料金に設定しているが、今後いかに集
客力を上げるかが課題となる。
　財政難により市民のニーズに対応した公演を実現
することが難しい状況ではあるが、助成金などを最
大限活用し市民によりよい芸術作品を提供していく
よう努力していく。

　文化事業自体は限られた予算の中でも市民ニーズを把握し、クラシックや伝統芸能をバ
ランスよく実施してきている。
　また、入場者数も予想より多くのお客さんに来場いただき、好評を得ている。
　今後、子どもや学生を対象とした催しや、ワークショップやアウトリーチの開催も検討
し、子どもたちが本物の芸術に触れる機会を提供する。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 29,070 28,645

20,360 24,878

(20,360) (24,878)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

（１）芸術文化の振興・発展

　展覧会については、田辺市立美術館（本館）は、特別展３本・小企画展１本・館蔵品展
１本の計５展覧会を計画、開催。熊野古道なかへち美術館（分館）は、開館１０周年記念
特別展２本・特別展１本・館蔵品展１本の計４展覧会を計画、開催した。各特別展のう
ち、「智恵子抄」展（本館）及び「野長瀬晩花展」は会期中に記念講演会を開催した。ま
た、「野長瀬晩花展」、「真砂幽泉展」については、展覧会カタログ（図録）を発行し
た。作品収集活動については、収集方針に基づき美術作品（又は関連資料）の購入、又は
寄贈及び寄託作品の積極的な受入れを図った。

事業の内容・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
○展覧会開催に要する経費
・報償費    　　  597　・旅費　　　1,190
・需用費　  　　　748
・役務費    　　1,096　・委託料　 16,402
○美術品購入に要する経費
・報酬    　　　    7　・旅費　　　   61
・美術品購入費　4,283  ・積立金　　  494

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　平成20年12月現在、本館については、開催日数150日の期
間中5,835人の来館者があり、分館については、開催日数
137日の期間中4,744人の来館者があった。
　作品収集については、油彩画１点・水彩画３点を購入、
また、当館寄託作品（原勝四郎）９６５点が遺族により寄
贈された。

成
果
と
達
成
状
況

・本館、分館それぞれ年間１５０日以上の展覧会開催
・教育普及事業としての講演会などの開催
・図録等刊行物の発行
・年間１点以上のコレクションの追加

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

年間入館者数
H20は12月末現在

（本館）
8,364人
（分館）
5,984人

（本館）
5,835人
（分館）
4,744人

年間受入作品数：購入4点、寄贈965点

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

博物館法

美術館運営事業

　田辺・紀南地方の文化の拠点となる施設として、特別展・館蔵品展の開催や生涯学習時
代に対応した各種活動を展開し、質の高い芸術文化に触れる機会を提供する。また、文化
財（美術作品）及びそれに関する資料、史料の収集保存並びに、調査研究を行い、刊行物
等を通じて広く紹介、美術作品を後世に継承し、それに親しむ場と学びの機会を提供す
る。

事　　　業　　　名

  　担当課名（美術館）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

２．ふるさと文化の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長）
　市民ニーズに応える美術館運営を企画し、来館者の増を図る必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　予算規模の縮小に伴い、展覧会規模も縮小せざる
を得ないため、従来行っていた持込企画による大型
の展覧会や海外作家展の開催は困難である。現在は
他館との共催展をできるだけ取り入れることによ
り、安価で比較的規模の大きい展覧会の開催を目指
している。
　また、分館では開かれた美術館を目指し、市民等
が参加できる催しを行い、親しまれる施設としての
取組も行っており、両美術館のそれぞれの特徴を活
かしながら更に充実させる必要がある。

　今後、予算削減という制約の中で、いかにして魅力のある展覧会活動を継続していくか
が大きな課題である。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 86,298 81,558

81,922 80,700

79,832 78,610

事業の数値実績 H19年度 H20年度

大ホール稼働率
（4～12月）

38.6% 39.5%

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

２．ふるさと文化の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　指定管理者の会館運営について、管理・指導の徹底を図る必要がある。評　価（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　修繕・備品計画については、運営上、支障のある箇所を
優先に実施していく方向ではあるが、財政難で思うように
予算措置が叶わないのが実情である。

　民営化による経営・運営のノウハウを生かした施設運営を目指した紀南文化会館の指定管理
者制度であるが、昨年度は必ずしも民営化によるノウハウが生かされた運営が見えなかった
が、本年度は民営化によるカラーが運営面で見えはじめたところである。
 利用者の利用率向上や満足度など、市民にとってさらに利用しやすい会館になるよう助言・指
導を行っていく。施設の維持管理に関しては財政難という問題があるが、市民に安全、便利に
利用していただけるよう計画していく。

成
果
と
達
成
状
況

　紀南文化会館管理：指定管理者の運営における助言、指導、履
行確認、モニタリングの実施。
　施設修繕：空調用熱源(ボイラー）設備改修（5年間の債務負担
行為設定。50回リース）、舞台照明（天板ライト）改修、展示
ホール壁紙張替、機械室電動シャッター開閉器(モーター)交換、
空調ダクト部分のフィルター交換、鳩糞害対策（ネット取付）、
正面玄関エアカーテン設置。
　備品購入：ワイヤレスマイクシステム部分入れ替え(老朽化に
よる）、紗幕(老朽化による取替）。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

紀南文化会館の管理

　紀南文化会館については平成１９年度から指定管理者制度を導入している。
指定管理者が適正に会館運営を行っているか管理・指導する。
　また、紀南文化会館の大規模修繕、備品購入業務を行う。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （１）芸術文化の振興・発展

　平成19年度からの指定管理者制度による運営に対し、協定書・運営計画どおりに運営されて
いるか、また利用者が利用しやすい会館であるかを管理し、問題のある部分に関して適時指導
している。
　会館の大規模な修繕に対しては、開館時より24年が経過し建物・設備の老朽化が顕著になっ
てきており、応急的修繕での対応が難しい状況であり、今後大規模改修が必要な状況でありま
す。
　今年度は、空調用熱源(ボイラー）設備改修（5年間の債務負担行為設定。50回リース）、舞
台照明（天板ライト）改修、展示ホール壁紙張替、機械室電動シャッター開閉器(モーター)交
換、空調ダクト部分のフィルター交換、鳩糞害対策（ネット取付）、正面玄関エアカーテン設
置を行いました。備品購入については老朽化によるワイヤレスマイクの購入、同じく老朽化に
よる紗幕（舞台効果用）を購入している。さらに今後老朽化による備品の交換が課題となって
おり、さらに身障者に対応した設備の見直しも課題になっているが、財政上なかなか進行しな
いの現状である。

事業の内容・現状

　　　評　　価　（　Ｂ　）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接（運営は委託）
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・需用費　　　6,000　　　 ・委託料    　    69,860
・工事請負費　3,251　　　 ・備品購入費　     1,551
・負担金補助及び交付金　38

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

小ホール稼働率（4～12月）Ｈ19 46.6%、Ｈ20　55.8%

　指定管理者の運営に対する管理に関しては、事業計画書、事業
報告書に基づき、適正に運営されているか履行確認、モニタリン
グを行い、適正に運営されていない事項に関しては助言、指導を
行った。結果、初年度と比較し、運営面に創意工夫がみられた。
 備品・修繕計画については財政上万全に執り行うことは出来な
い状況だが、大きな課題であった空調用熱源（ボイラー）設備の
改修が行われ、出入り口のエアカーテン設置、エアフィルターの
交換と合わせ、会館の空調関係が安定して稼働できるようになり
ました。その他、舞台設備の老朽化した備品も運営上支障の出る
物を優先的に交換した。

左記以外のH20年度の実績
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 2,700 2,700

2,700 2,700

2,700 2,700

事業の数値実績 H19年度 H20年度

展示部門入場者数 2,686 2,763

舞台部門参加者数 2,149 2,240

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

２．ふるさと文化の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　文化協会への若年層の参画を推進する必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　年々、会員の高齢化による退会が課題となるが、
田辺市全体が高齢化社会となっているので、中々解
決策がないのが実情である。
　文協フェスティバルの入場者数に関しては、高齢
者に対しての配慮を行った結果、昨年より増員し
た。

　文化協会の運営に関しては、ここ数年会員の高齢化が顕著に目立ち、運営が衰退化して
いく可能性があり、参加団体の新規加入を推進していく事が課題となる。
　文協フェスティバルに関しては、展示部門の文化会館のみの展示や舞台部門の昼のみの
公演等、見直した部分は概ね好評であった。来期は舞台部門を5月後半に開催し、農繁期
で鑑賞、参加できなかった層の増員を図る。

成
果
と
達
成
状
況

  田辺市文化協会の支援・補助を通じ、文化団体の育成や
発表の場の確保に努める。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市文化協会事務局運営及び文協フェスティバル開催

  田辺市内の文化団体等が連絡協調し、文化活動の普及・推進を図り、郷土文化の向上に
寄与する。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （２）文化活動の支援

　第16回文協フェスティバルの開催を行う。
　　展示部門：平成20年5月17～18日　　　舞台部門：平成20年6月1日(第1部）、7日(第2
部）、　8日(第3部）
　田辺市文化協会、総会、役員会などの開催。
　会報誌「文協たなべ」の編集、発行。
　文化協会会員による催し物の広報支援。

事業の内容・現状

　　　評　　価（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：補助
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・負担金補助及び交付金　　2,700（ふるさと振興補助金）

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　第16回文協フェスティバルの開催を行う。展示部門：平
成20年5月17～18日　舞台部門：平成20年6月1日(第1部）7
日(第2部）8日(第3部）。
展示部門の会場を紀南文化会館のみとし鑑賞の導線をス
ムーズにし年配者の負担を低減した。舞台部門は開演時間
を昼公演のみの公演とし、集客力を上げた。ポスターやチ
ラシ、会場の案内板の見直しを計り、経費削減と集客力を
向上させた。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 5,400 5,273

4,739 5,273

(3,977) (2,740)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

修復・修繕箇所 5 6

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

（１）世界遺産の保全・継承

　三県協議会策定の包括的な保存管理計画、及び、田辺市策定の保存管理計画に従い、本
市が有する登録資産を、人類のかけがえのない財産として保全する。
　このため、非常に広大な古道区域を、旧本宮町・旧中辺路町域に分割し、日常の管理を
本宮・中辺路両森林組合それぞれに委託し、定期的なパトロールは月に１度実施し、ま
た、台風通過後などの災害確認については即日中に実施し被災状況等を把握するなど、日
常的な維持管理を通して、世界遺産の適切な保全を行う。

事業の内容・現状

　　　評　　価　　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単（一部県単）
実施方法（直接・委託等）：委託（一部直接）
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・報酬　　　　273　　　　・需用費　　　　1,400
・委託料　  3,300　　　　・負担金補助　　  300

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　古道管理・パトロールについては、継続実施中である。
修復・修繕事業については、牛馬童子像、道湯川橋梁につ
いては完了。伏拝・箸折峠の修繕については、来訪者が少
ない２月実施の予定で現在準備中である。

成
果
と
達
成
状
況

①景観審議会
　申請案件審議、県自然公園条例意見具申
②古道管理・パトロール
　通常管理を本宮・中辺路両森林組合に委託し実施（定期
パトロール/月１度）
③文化財保護対策
　牛馬童子像修復、道湯川橋梁修繕等
④その他
　災害確認、軽微な修繕の実施

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

世界遺産保全事業

　平成16年７月、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」のうち、「熊野本宮
大社」をはじめとする本市が有する登録資産を、人類のかけがえのない財産として守り、
引き継いでいくとともに、「田辺市歴史文化的景観保全条例」を設け、登録資産の周囲を
バッファゾーン（緩衝地帯）として地域指定し、環境や文化的景観の維持することを目的
とする。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

３．文化財を保護します

 庁内評価（教育長・次長） 　効率的な古道管理の充実を図る必要がある。　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　修復・修繕事業については、計画案件・緊急対策
案件とも、適切に実施されている。
　古道管理・パトロールについても、概ね適切に実
施しているが、平成２０年６月に発生した、牛馬童
子像損壊事件に見られるように、広大な面積を維
持・管理することの難しさも明らかになっており、
パトロールの方法や頻度を検討するだけでなく、世
界遺産の意義や重要性の啓発など、様々な施策を通
して、どのように保全していくか今後の課題であ
る。

　世界遺産の適切な保全にあたっては、修復・修繕事業などのハード面に加え、ソフト面
では、より効果的な古道管理・パトロールを実施するように努めたい。
　また、世界遺産の意義や重要性の啓発のほか、エリア内の文化財（指定・未指定を問わ
ず）の悉皆調査の実施を考えたい。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 500 500

0 452

0 (452)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

補助件数 0 3

指定文化財件数 192 193

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい □減少

 見直しの必要性 □なし ■当面なし □あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし ■当面なし □あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第３節　文化のかおるまちづくり

３．文化財を保護します

 庁内評価（教育長・次長） 　旧町村部への事業の浸透を図る必要がある。　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

　３件の文化財とも、補助の実施により、それぞれ
の文化財の保存に大きく寄与しており、一定の成果
が得られているものと考える。
　なお、劔宮跡への補助は、合併後の旧４町村向け
としては２例目であり、依然少ない状況にある。

　文化財保存顕彰事業として、文化財の所有者・保持団体等に対する補助を通して、文化
財保護に対する理解を深めることに貢献している。本事業については、今後、旧町村部へ
の事業の浸透が必要であり、きめ細やかな指導や助言を通して、事業への理解を得ていき
たい。

成
果
と
達
成
状
況

　文化財の所有者・保持団体に対する補助を通して、文化
財の保護、継承のための活動や顕彰事業を支援する。
これまでに、３件の文化財に対し補助を実施。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

田辺市文化財保護条例、田辺市指定文化財補助金交付要綱

指定文化財保存顕彰事業

　市内に所在する文化財の調査・研究を進め、保護資料を作成するとともに、文化財の普
及・顕彰を進めることをねらいとする。

事　　　業　　　名

  　担当課名（文化振興課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （２）文化財の保存・整備

　市内に所在する指定文化財の保護・継承のための活動及び顕彰・普及事業において、そ
の効果が特に認められるものについて支援するため、事業者に対して補助を行なう。

事業の内容・現状

　　　評　　価　　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：補助
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・負担金補助及交付金　452

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　保存顕彰事業として、下記３件の文化財に対して補助し
ている。
　・万呂の獅子舞（万呂の獅子舞保存会）
　・目良八幡神社の森（目良八幡神社の森保存会）
　・劔宮跡（小川区）
　いずれも、緊急性が高く、補助の実施により、文化財の
保存に大きく寄与している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 
 

 

（４）学びを支えるまちづくり 
 
◎基本方針 
 「いつでも、どこでも、だれでも学べる」ことを基本に、様々な学習ニ 
ーズに対応できる学習環境の整備や学習機会の拡充を図るとともに、学習 
成果が地域づくりやまちづくりに生かされるよう、生涯学習のまちづくり 
を進めます。 
また、だれもが生涯を通じてスポーツを楽しみ、健康づくりに取り組め 
るよう、地域に根ざした市民スポーツの振興を図ります。 

   
ア．生涯学習の振興を図ります 

     
①学習機会の充実 

    ②学社融合の推進 
    ③学習環境の充実 
    

イ．生涯スポーツの振興を図ります 
    ①スポーツ・レクリエーション支援体制の充実 
    ②スポーツ・レクリエーション機会の充実 
    ③スポーツ・レクリエーション施設の充実 
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事業の目的

　　事業の内容
　　・現状

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 86,932 80,314

80,610 46,562

(80,610) (46,562)

事業の数値実績 H19年度 H20年度

公民館事業への延べ参加者数 150,026人 125,021人

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 ■横ばい  □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

成
果
と
達
成
状
況

　地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たす
ため、多様化する住民の学習ニ－ズや現代的課題に対応し
た学習機会の提供はもとより、地域における特色ある文
化、歴史などを生かした事業の推進に努める。

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

　現在的課題・住民ニーズに対応した学習機会や情報提供
に努めるとともに、人権学習会を実施し、一人ひとりが豊
かさや幸せを実感できる生涯学習社会の構築に向けた取組
を進めた。
 青年層への取組については、勤労青少年ホームを拠点とし
た青年向け事業の拡充を図るとともに、田辺市青年ネット
ワークの会員数の拡大と活動内容の充実に向けた支援を
行った。
 女性団体の育成に関する取組については、田辺市女性会連
絡協議会及び女性会支部が行う社会貢献活動や女性の地位
向上や教養の向上のための活動に対し支援を行った。

説　　　　　　　　　　　明

　日常的に実施している教室については、住民の
ニーズを再度踏まえ、参加者が固定化している教室
についてはサークル化し、替わりに新たな教室を立
ち上げるなどの、新陳代謝を図る必要がある。
　また、現代的課題や地域課題を捉えた学習を行う
など、地域づくりにつながるような公民館事業を展
開する必要がある。

　時代の要請に応える公民館となるよう、個人の趣味・教養のための取組から、地域づく
りにつながる公益的な取組へと、事業内容のシフトを図ることが求められている。

 庁内評価（教育長・次長） 　公民館主事としての人材育成を進める必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定

事　　　業　　　名 公民館事業

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

　地域の教育機関・団体と連携を図りながら、学習の機会や情報の提供に努めることによ
り、地域住民の学習ニーズに応えるとともに、人権が尊重されるまちづくりを推進する。

　家庭教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育、障害者教育、視聴覚教育、女性団体、
青年ネットワーク、成人の日記念式典、人権学習、保護者学級、公民館報、生涯学習セン
ターの整備・貸出し等に関すること。

社会教育法

H20年度の概要

国庫・県単・市単：県単、市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・公民館長報酬　5,909　・賃金　  4,410　・報償費6,496
・旅費            751　・需用費 15,403　・役務費2,926
・委託料        6,485  ・賃借料1,424
・備品購入費    1,448　・負担金1,310

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第４節　学びを支えるまちづくり

１．生涯学習の振興を図ります （１）学習機会の充実 
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 695 663

524 594

524 594

事業の数値実績 H19年度 H20年度

来場者（延べ） 6,564名 8,728名

イベント数 38 39

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 ■増加 □横ばい　 □減少

 見直しの必要性 □なし □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □なし □当面なし ■あり

課題の総括

（１）学習機会の充実

　11月の第４土曜日が「田辺市学びの日」と制定しており、その土日に「生涯学習フェス
ティバル」を実施している。
・生涯学習振興大会
　長年にわたって地域の学習活動を務められてきた社会教育功労者の表彰、生涯　学習の
様々なテーマで行われるシンポジウム・講演会等を実施。
・フェスティバル
　公民館教室生徒の作品展示・舞台発表の他、子どもの体験事業、健康フェスティバル、
環境学習会等、様々な学習活動の発表の場。

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ａ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：市単
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）
・講師謝礼 210　・印刷費296　・通信費61
・借料　　  27

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　平成19年度より舞台発表を実施するとともに、子どもの
体験学習を増やして実施。
　また、本年は青年グループによる食べ物の販売を実施
し、参加者の増員につながった。

成
果
と
達
成
状
況

　従来の学習活動の発表の場に加え、舞台発表の実施・子
ども体験事業の実施・青年グループの活動の場として実施

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

生涯学習フェスティバル

　生涯学習に関する活動発表の場を提供することにより、市民一人ひとりの生涯学習への
意欲を高めるとともに、学習活動への参加を促進し、もって生涯学習の一層の振興に資す
ることを目的とする。

事　　　業　　　名

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目

第１章　人をはぐくむまち 第４節　学びを支えるまちづくり

１．生涯学習の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　青年層に魅力のある事業展開を進める必要がある。　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

・例年多い親子連れを対象にした事業が更に必要
・市民活動団体の学習活動の発表の場を増やすこと
が必要
・土曜日の参加者が少ない。
・市民総合センターを活用し実施しているが、施設
の空きスペースがあるのと、人の流れが上手くいか
ない所がある

　舞台発表や子ども体験事業など新しい試みを増やしているが、幼児等の親子連れや高齢
者など、来場者の世代が固定化しているので、青少年・青年等幅広い世代の参加を求めて
いきたい。
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事業の目的

根拠法令等

　　事業コスト H19年度 H20年度

　 予算額（千円） 0 0

0 0

（　　　） （　　　）

事業の数値実績 H19年度 H20年度

実施回数 106回 66回

参加者
（Ｈ21.1.23現在）

2,579人 1,632人

事業の成果・目標

　達　成　状　況

区　　　　　分

 事業ニーズの状況 □増加 □横ばい　 ■減少

 見直しの必要性 □増加 □当面なし ■あり

 有効性を高める必要性 □増加 □当面なし ■あり

 効率性を高める必要性 □増加 ■当面なし □あり

課題の総括

第１章　人をはぐくむまち 第４節　学びを支えるまちづくり

１．生涯学習の振興を図ります

 庁内評価（教育長・次長） 　新たな講座の発掘と啓発を図る必要がある。　　　　　　　　評　価　（Ｂ）

 
事
 
業
 
の
 
課
 
題

判　　　　　　　定 説　　　　　　　　　　　明

・人気のある講座が偏っている。
・１回でも受講されたグループは、年間３回程度は
受講してもらえる。

　人気のある講座が限られており、それらの講座を受講されれば、その後申込みが無く
なっている。講座担当課も市民のニーズを把握し、年度ごとに講座の見直しをお願いした
い。

成
果
と
達
成
状
況

　平成21年１月23日現在で、66講座実施し、1,632名の参加
があった。

　
事

　
業

　
の

　
概

　
要

　
等

平成20年度　田辺市教育委員会事務事業評価シート

なし

まちづくり学びあい講座

　市職員が講師となり、市の施策や事業について説明を行い、市民と共にまちづくりを考
える。

事　　　業　　　名

  　担当課名（生涯学習課）

第１次田辺市総合計画
に位置付けている項目 （１）学習機会の充実

　平成19年度より実施の事業。
　８分野77講座について、田辺市在住の10人以上の団体を対象に、市職員が出向いて説明
を行う。

　　事業の内容
　　・現状

　　　評　　価　（Ｂ）

  Ａ：目標を超えて達成した
　Ｂ：概ね目標は達成した
　Ｃ：目標を下回った
　Ｄ：目標を大きく下回った

国庫・県単・市単：ゼロ予算事業
実施方法（直接・委託等）：直接
歳出節別の内訳等（単位：千円）

H20年度の概要

　 決算額（千円）
　（H20：見込み）
　（一般財源）

左記以外のH20年度の実績

　平成19年度は、「まちづくり対話の集い」の中で、市長
自ら本講座をアピールしていただき、町内会等の参加が多
かった。それを踏まえ平成20年度は75回・1,500名程度の目
標であるので、概ね目標数値である。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




